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︶
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【
要
約
】

本
稿
で
は
︑
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
同
盟
の
展
開
と
い
う
側
面
か
ら
︑
崇
徳
元
年
︵
一
六
三
六
︶
の
外
藩
蒙
古
会
盟
を
︑
特
に
会
盟
の
結

果
報
告
に
み
ら
れ
る
甲
数
に
焦
点
を
当
て
て
論
ず
る
︒
天
命
年
間
の
後
金
は
︑
ハ
ル
ハ
・
ホ
ル
チ
ン
と
盟
約
を
結
ん
だ
が
︑
い
ず
れ
も
軍
事
協
力
の
内
実

を
確
保
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
天
聡
年
間
の
場
合
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
集
団
か
ら
の
兵
力
動
員
に
成
功
し
︑
天
聡
三
年
︵
一
六
二
九
︶
に
は
動
員
基

準
も
制
定
し
た
︒
但
し
︑
天
聡
三
年
の
規
定
で
は
十
分
な
兵
力
の
動
員
を
保
証
で
き
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
チ
ャ
ハ
ル
の
崩
壊
と
ダ
イ
チ
ン

=
グ
ル
ン
の

成
立
は
︑
天
聡
三
年
の
規
定
の
改
正
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
︒
そ
の
な
か
で
︑
清
は
崇
徳
元
年
に
外
藩
蒙
古
会
盟
を
開
い
て
︑
新
た
な
甲
数
を
規
定
し
た
︒

こ
の
甲
数
は
︑
天
聡
三
年
の
規
定
に
代
わ
る
常
時
的
な
動
員
基
準
で
は
な
く
︑
当
面
し
た
朝
鮮
侵
攻
︑
即
ち
丙
子
胡
乱
の
た
め
に
﹁
割
り
当
て
た
﹂
兵
力

で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
崇
徳
元
年
の
会
盟
で
決
め
ら
れ
た
甲
数
は
︑
そ
の
後
の
対
明
戦
争
で
外
藩
蒙
古
に
兵
力
を
要
求
す
る
時
︑
重
要
な
先
例
と
し
て
援

用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

史
林

一
〇
〇
巻
六
号

二
〇
一
七
年
十
一
月

は

じ

め

に

入
関
︵
一
六
四
四
年
︶
以
前
の
後
金

-
清
は
︑
明
・
チ
ャ
ハ
ル
︵C

aqar

︶
と
の
武
力
対
決
の
過
程
に
お
い
て
︑
内
モ
ン
ゴ
ル
地
域
の
諸
遊
牧

集
団
の
軍
事
力
を
動
員
・
活
用
し
︑
数
回
の
会
盟
を
通
じ
て
彼
ら
を
自
国
の
影
響
下
に
置
い
て
い
っ
た
︒
つ
い
に
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
集
団
は
︑
崇

徳
元
年
︵
一
六
三
六
︶
に
お
け
る
﹁
ダ
イ
チ
ン

=
グ
ル
ン
﹂
の
成
立
を
契
機
に
︑
公
式
的
に
﹁
大
清
帝
国
秩
序
﹂
に
編
入
さ
れ
た
︒
こ
の
時
期
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に
お
け
る
マ
ン
ジ
ュ①
・
モ
ン
ゴ
ル②
関
係
は
︑
概
し
て
八
旗
制
度
の
適
用
を
通
し
て
の
モ
ン
ゴ
ル
社
会
構
造
の
再
編
と
盟
旗
制
度③
の
形
成
と
い
う

文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
て
き
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
先
行
研
究
の
興
味
関
心
は
︑
自
然
に
︑
旗
す
な
わ
ち
ホ
シ
ョ
ー
︵qosiɣu

︶
の
成
立
要
件
が

整
う
過
程
に
集
中
し
た④
︒
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
た
の
は
︑
天
聡
八
年
︵
一
六
三
四
︶
の
シ
ョ
ン
コ
ル
︵Š

ongkor

︶
会
盟
︑
そ
し
て
崇
徳

元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
で
あ
っ
た
︒
前
者
は
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
遊
牧
集
団
の
遊
牧
地
を
画
定
し
︑
各
集
団
の
家
数
を
把
握
し
た
点
か
ら
︑
後
者
は

ニ
ル
を
編
成
し
た
と
い
う
点
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
ホ
シ
ョ
ー
成
立
の
画
期
と
さ
れ
た
の
で
あ
る⑤
︒

そ
の
よ
う
な
中
︑
近
年
の
日
本
で
の
研
究
は
﹁
盟
旗
制
度
形
成
史
﹂
の
文
脈
か
ら
離
れ
て
︑
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
関
係
の
変
化
過
程
を
新

し
い
視
座
か
ら
眺
め
て
い
る
︒
そ
の
代
表
的
な
研
究
者
で
あ
る
岡
洋
樹
は
︑
遊
牧
地
の
画
定
や
ホ
シ
ョ
ー
の
組
織
で
は
な
く
︑
チ
ャ
ハ
ル
か
ら

逃
れ
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
集
団
の
再
定
着
か
ら
︑
天
聡
八
年
の
シ
ョ
ン
コ
ル
会
盟
の
歴
史
的
意
義
を
探
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た⑥
︒
ま
た
︑

岡
は
ホ
シ
ョ
ー
が
崇
徳
元
年
以
前
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
社
会
の
内
部
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
軍
事
組
織
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑
崇
徳
元
年

の
外
藩
蒙
古
会
盟
は
あ
く
ま
で
も
既
存
の
モ
ン
ゴ
ル
王
公
た
ち
の
分
枝
構
造
を
温
存
さ
せ
な
が
ら
︑
五
〇
家
単
位
の
ニ
ル
を
新
た
に
編
成
し
た

だ
け
で
あ
り
︑
在
来
の
社
会
構
造
ま
で
も
解
体
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
た⑦
︒

そ
の
一
方
︑
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
関
係
の
軍
事
的
側
面
を
強
調
す
る
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
︒
楠
木
賢
道
は
︑
入
関
以
前
の
マ
ン
ジ
ュ
の

対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
が
何
よ
り
も
モ
ン
ゴ
ル
の
軍
事
力
を
引
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
点
を
明
ら
か
に
し
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
会
盟
を

開
催
し
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
︵noyan

︶
た
ち
を
対
象
と
し
て
法
令
を
頒
布
し
て
い
く
過
程
を
綿
密
に
追
跡
し
た⑧
︒
岡
洋
樹
も
ま
た
︑
マ
ン
ジ

ュ
に
よ
っ
て
常
設
化
さ
れ
た
ホ
シ
ョ
ー
と
︑
そ
の
下
部
組
織
と
し
て
新
編
さ
れ
た
ニ
ル
︵
＝
ス
ム
︶
を
︑
基
本
的
に
軍
事
動
員
の
た
め
の
組
織

と
し
て
理
解
し
た⑨
︒
韓
国
の
盧
基
植
は
︑
一
連
の
研
究
か
ら
︑
後
金
が
反
チ
ャ
ハ
ル
連
盟
を
結
成
し
つ
つ
︑
政
治
的
に
は
モ
ン
ゴ
ル
を
統
合
し
︑

経
済
的
に
は
モ
ン
ゴ
ル
の
経
済
圏
を
吸
収
す
る
成
果
を
上
げ
た
と
い
う
見
解
を
提
示
し
な
が
ら
︑
そ
の
一
部
と
し
て
軍
事
協
力
の
強
化
過
程
に

も
触
れ
た⑩
︒

以
上
の
研
究
は
︑
入
関
以
前
の
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
関
係
を
︑
当
時
の
政
治
的
・
軍
事
的
状
況
の
展
開
と
会
盟
を
通
し
て
の
軍
事
動
員
の

崇徳元年（一六三六）の外藩蒙古会盟と丙子胡乱（丘・李）
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強
化
と
を
中
心
に
考
察
し
た
点
で
共
通
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
人
口
の
把
握
︑
法
律
の
制
定
︑
ニ
ル
の
編
成
な
ど
を
盟
旗
制
度
へ
の
中
間
過

程
と
み
る
の
で
は
な
く
︑
直
面
し
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
取
っ
た
施
策
と
し
て
把
握
し
︑
各
会
盟
が
ど
の
よ
う
な
状
況
や
背
景
の
中
で
開

催
さ
れ
た
か
を
綿
密
に
検
討
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
崇
徳
元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
の
場
合
︑
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
研
究

が
未
だ
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

本
稿
で
は
︑
崇
徳
元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
を
︑
特
に
会
盟
の
結
果
報
告
に
み
ら
れ
る
甲
数
に
焦
点
を
当
て
て
︑
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
軍
事

同
盟
の
展
開
と
い
う
側
面
か
ら
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い⑪
︒
ま
ず
は
︑
近
年
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
︑
天
命
～
天
聡
年
間
に
お
け
る
マ
ン
ジ

ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
同
盟
の
展
開
の
様
相
を
後
者
の
参
戦
兵
力
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
崇
徳
元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
の
経

過
お
よ
び
そ
の
結
果
を
確
認
し
︑
最
後
に
当
該
会
盟
の
結
果
報
告
に
見
ら
れ
る
甲
数
が
何
を
意
味
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

①

本
稿
で
は
︑
崇
徳
元
年
︵
一
六
三
六
︶
の
﹁
ダ
イ
チ
ン

=
グ
ル
ン
﹂
成
立
以
前

の
国
家
名
を
﹁
後
金
﹂
︑
成
立
以
後
は
﹁
清
﹂
と
呼
び
︑
前
後
の
時
期
を
包
括
す

る
呼
称
と
し
て
﹁
マ
ン
ジ
ュ
﹂
を
使
用
す
る
︒

②

本
稿
で
は
︑
蒙
古
と
モ
ン
ゴ
ル
︵M

ongol

︶
を
﹁
モ
ン
ゴ
ル
﹂
に
統
一
し
て

表
記
す
る
こ
と
に
す
る
︒
但
し
︑
﹁
八
旗
蒙
古
︵jakūn

gūsa
i

m
onggo

︶
﹂
と

﹁
外
藩
蒙
古
︵tulergi

golo
i

m
onggo

︶
﹂
は
清
の
制
度
用
語
で
あ
り
︑
マ
ン
ジ

ュ
語
の
表
記
も
﹁m

onggo

﹂
で
あ
る
事
実
を
勘
案
し
て
︑
原
語
の
ま
ま
﹁
蒙
古
﹂

と
記
す
︒
一
方
︑
﹁
外
藩
蒙
古
﹂
と
い
う
概
念
の
成
立
に
つ
い
て
は
︑
李
善
愛

﹁
清
初
期
外
藩
︵tulergi

golo

︶
の
形
成
過
程
と
理
藩
院
﹂
︵
高
麗
大
学
校
史
学

科
博
士
学
位
論
文
︑
二
〇
一
四
年
︶
︵
韓
国
語
︶
一
〇
四
～
一
一
〇
頁
を
参
照
︒

③

盟
旗
制
度
と
は
︑
八
旗
制
度
の
グ
サ
︵gūsa

︶

ニ
ル
︵niru

︶
組
織
を
モ
ン

ゴ
ル
に
適
用
し
て
︑
ザ
サ
グ
︵jasaɣ

︶
が
管
轄
す
る
旗
︵
ホ
シ
ョ
ー
︑qosiɣu

︶

と
い
く
つ
か
の
旗
の
集
ま
り
で
あ
る
盟
︵čiɣulɣan

︶
を
編
成
し
︑
旗
の
も
と
に

は
八
旗
の
ニ
ル
に
あ
た
る
ス
ム
︵sum

u

︶
と
十
戸
︵arban

ger

︶
を
編
制
し
た

も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
全
体
的
に
は
十
戸

ス
ム

旗

盟
の
構
造
を
成

す
︒
こ
れ
に
つ
い
て
の
簡
略
な
紹
介
は
︑
岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の

研
究
﹄
︵
東
京
：
東
方
書
店
︑
二
〇
〇
七
年
︶
七
頁
︑
同
﹁
清
代
モ
ン
ゴ
ル
の
社

会
・
行
政
統
治
構
造
理
解
を
め
ぐ
る
試
論
﹂
︵
﹃
モ
ン
ゴ
ル
史
研
究
：
現
状
と
展

望
﹄
東
京
：
明
石
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︶
二
五
八
頁
を
参
照
︒

④

岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の
研
究
﹄
二
四
頁
︒

⑤

ホ
シ
ョ
ー
の
成
立
時
点
お
よ
び
各
会
盟
の
意
義
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
︑

達
力
扎
布
﹁
清
初
内
扎
薩
克
旗
的
建
立
問
題
﹂
︵
﹃
歴
史
研
究
﹄
一
九
九
八

一
︶

二
一
～
二
六
頁
に
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
も
シ
ョ
ン
コ
ル
会
盟
に
対

す
る
評
価
は
︑О

ка
Х

ироки

︵
岡
洋
樹
︶,“С

эцэн
хааны

үеийн
М

онгол
да

хь
хоёр

чуулган
ы

тухай;
С

эц
эн

хаан
ы

6-р
он

ы
Ш

ари
лж

тай
н

чуулга

н
ба

8-р
оны

Ш
онхоры

н
чуулган”

︵
﹃
満
蒙
檔
案
与
蒙
古
史
研
究
﹄
上
海
：

上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
︶
一
九
～
二
一
頁
を
参
照
︒
筆
者
た
ち
は
モ
ン
ゴ

ル
語
が
解
読
で
き
な
い
た
め
︑
ア
メ
リ
カ
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
立
大
学
︵Indiana

U
niversity

B
loom

ington

︶
博
士
課
程
に
所
属
す
る
沈
昊
成
氏
の
ご
助
力
に
よ
り

こ
の
論
文
の
内
容
を
把
握
で
き
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
︒
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⑥

О
ка

Х
ироки,

op.
cit.

⑦

岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の
研
究
﹄
二
六
～
五
九
頁
︒

⑧

楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
︵
東
京
：
汲
古
書
院
︑
二
〇

〇
九
年
︶
︒
特
に
︑
第
三
章
と
第
四
章
を
参
照
︒

⑨

岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の
研
究
﹄
六
〇
～
六
一
頁
︒

⑩

盧
基
植
﹁
後
金
時
期
に
お
け
る
マ
ン
ジ
ュ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
聯
盟
関
係
﹂
︵
﹃
明
清

史
研
究
﹄
一
一
︑
一
九
九
九
年
︶
︑
同
﹁
後
金
の
遼
東
進
出
前
後
に
お
け
る
マ
ン

ジ
ュ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
関
係
逆
転
﹂
︵
﹃
中
国
学
論
叢
﹄
一
二
︑
一
九
九
九
年
︶
︑
同

﹁
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
反
リ
ン
ダ
ン
満
蒙
聯
盟
の
拡
大
と
利
用
﹂
︵
﹃
中
国
学
論
叢
﹄
一

三
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
︵
以
上
︑
韓
国
語
︶
︒

⑪

筆
者
た
ち
は
最
近
︑
丙
子
胡
乱
当
時
の
清
軍
の
構
成
と
規
模
を
究
明
し
︑
崇
徳

元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
が
︑
当
面
し
た
朝
鮮
侵
攻
︑
す
な
わ
ち
丙
子
胡
乱
と
密
接

に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
︵
丘
凡
眞
・
李
在
璟
﹁
丙
子
胡
乱
当
時
清

軍
の
構
成
と
規
模
﹂
﹃
韓
国
文
化
﹄
七
二
︑
二
〇
一
五
年
︵
韓
国
語
︶
︶
但
し
︑
紙

面
の
制
約
に
よ
り
︑
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
同
盟
の
展
開
と
い
う
文
脈
か
ら

の
十
分
な
検
討
は
行
え
な
か
っ
た
︒

第
一
章

天
命
～
天
聡
年
間
の
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
同
盟
の
展
開
と
そ
の
限
界

万
暦
一
一
年
︵
一
五
八
三
︶
の
挙
兵
以
来
︑
ヌ
ル
ハ
チ
は
早
い
段
階
か
ら
地
理
的
に
隣
接
し
て
い
た
ホ
ル
チ
ン①
︵Q

orcin

︶
・
ハ
ル
ハ②
︵Q

alqa

︶

な
ど
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
集
団
と
接
触
し
始
め
た
︒
彼
は
万
暦
二
一
年
︵
一
五
九
三
︶
︑
ホ
ル
チ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
九
国
連
合
軍
﹂
の
攻
撃
を

受
け
る
な
ど
︑
周
辺
の
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
集
団
と
軍
事
的
に
衝
突
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
婚
姻
な
ど
の
手
段
を
動
員
し
︑
彼
ら
と
友
好
関
係
を

結
ぼ
う
と
努
力
し
た
︒
万
暦
三
四
年
︵
一
六
〇
六
︶
︑
バ
ヨ
ト
の
エ
ン
ゲ
デ
ル
︵E

nggeder

︶
タ
イ
ジ
を
代
表
と
す
る
ハ
ル
ハ
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
か

ら
﹁
ク
ン
ド
ゥ
レ
ン

=
ハ
ン
︵K

undulen
H

an

︶
﹂
の
称
号
を
受
け
た
の
も
︑
そ
の
よ
う
な
努
力
の
成
果
と
い
え
よ
う③
︒

し
か
し
︑
天
命
年
間
の
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
関
係
が
順
調
に
展
開
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
天
命
四
年
︵
一
六
一
九
︶
七
月
︑
ハ
ル
ハ

の
有
力
ノ
ヤ
ン
で
あ
る
ジ
ャ
イ
サ
イ
︵Jaisai

︶
が
ハ
ル
ハ
お
よ
び
ホ
ル
チ
ン
の
一
部
勢
力
を
率
い
て
後
金
軍
の
占
領
し
て
い
た
鉄
嶺
を
略
奪
し

よ
う
と
す
る
事
件
が
起
き
た④
︒
続
い
て
︑
一
〇
月
に
は
チ
ャ
ハ
ル
の
リ
ン
ダ
ン

=
ハ
ー
ン
︵L

ingdan
Q

aɣan

︶
が
︑
広
寧
地
域
に
進
出
し
な
い

よ
う
ヌ
ル
ハ
チ
を
脅
し
た⑤
︒
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
勢
力
と
の
関
係
を
整
理
せ
ず
に
は
対
明
戦
争
が
ま
と
も
に
遂
行
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
置
か
れ

た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
ヌ
ル
ハ
チ
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
と
盟
約
を
結
び
︑
彼
ら
を
味
方
に
つ
け
よ
う
と
試
み
た
︒
地
理
的
に
隣
接
し

た
ハ
ル
ハ
と
ホ
ル
チ
ン
が
そ
の
優
先
的
な
対
象
と
な
っ
た
︒
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ヌ
ル
ハ
チ
は
︑
ま
ず
鉄
嶺
で
捕
ら
え
た
ジ
ャ
イ
サ
イ
を
人
質
と
し
て
ハ
ル
ハ
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
と
交
渉
を
行
っ
た⑥
︒
そ
の
結
果
︑
天
命
四
年

︵
一
六
一
九
︶
一
一
月
︑
後
金
の
ベ
イ
レ
︵beile

︶
た
ち
と
ハ
ル
ハ
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
は
︑
明
と
の
戦
争
・
和
議
に
お
い
て
共
同
歩
調
を
と
る
と
い

う
趣
旨
の
盟
約
を
結
ん
だ⑦
︒
こ
れ
は
︑
後
金
・
モ
ン
ゴ
ル
間
の
最
初
の
盟
約
と
い
う
点
で
は
注
目
す
べ
き
価
値
は
あ
る
が
︑
戦
時
兵
力
動
員
の

よ
う
な
具
体
的
な
軍
事
協
力
ま
で
約
束
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
盟
約
を
守
ら
ね
ば
天
が
罰
を
下
す
と
い
う
内
容
以
外
︑
盟
約
の
遵
守
を

強
制
す
る
具
体
的
な
処
罰
条
項
も
な
か
っ
た⑧
︒
盟
約
の
当
事
者
た
ち
の
利
害
関
係
に
よ
り
︑
盟
約
そ
の
も
の
が
無
に
帰
す
る
危
険
性
も
含
ま
れ

て
い
た
の
で
あ
る
︒

実
際
︑
ハ
ル
ハ
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
は
︑
後
金
の
使
者
を
襲
撃
し
︑
瀋
陽
の
略
奪
を
試
み
る
な
ど
︑
後
金
に
対
し
て
敵
対
す
る
行
為
を
敢
行
し
た
︒

ま
た
︑
明
よ
り
銀
を
与
え
ら
れ
︑
後
金
軍
の
活
動
を
報
告
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
天
命
一
一
年
︵
一
六
二
六
︶
の
寧
遠
城
の
戦
い
で
ヌ
ル
ハ
チ
が

敗
戦
す
る
と
︑
明
軍
に
協
力
す
る
態
度
を
露
骨
に
表
し
た⑨
︒
こ
こ
で
︑
ヌ
ル
ハ
チ
は
天
命
一
一
年
四
月
︑
自
ら
大
軍
を
率
い
て
ハ
ル
ハ
を
攻
撃

し
た
︒
後
金
は
︑
ヌ
ル
ハ
チ
死
後
の
天
命
一
一
年
一
〇
月
に
も
再
び
出
兵
し
︑
ハ
ル
ハ
に
大
打
撃
を
与
え
た
︒
こ
れ
に
便
乗
し
て
チ
ャ
ハ
ル
の

リ
ン
ダ
ン

=
ハ
ー
ン
は
ハ
ル
ハ
を
略
奪
し
︑
壊
滅
的
な
被
害
を
与
え
た⑩
︒
結
果
的
に
は
︑
後
金
は
ハ
ル
ハ
を
懲
罰
し
弱
化
す
る
こ
と
に
は
成
功

し
た
も
の
の
︑
盟
約
を
通
じ
て
の
ハ
ル
ハ
と
の
軍
事
協
力
体
制
の
樹
立
に
は
失
敗
し
た
と
い
え
る
︒

後
金
・
ハ
ル
ハ
の
例
と
は
対
照
的
に
︑
後
金
・
ホ
ル
チ
ン
の
盟
約
と
軍
事
協
力
は
比
較
的
順
調
に
進
ん
だ
︒
後
金
と
ホ
ル
チ
ン
は
天
命
九
年

︵
一
六
二
四
︶
二
月
︑
相
互
に
使
者
を
派
遣
し
︑
天
に
誓
っ
て
チ
ャ
ハ
ル
を
共
同
の
敵
と
す
る
盟
約
を
締
結
し
た
︒
天
命
一
〇
年
︵
一
六
二
五
︶

八
月
︑
チ
ャ
ハ
ル
が
ホ
ル
チ
ン
を
攻
撃
す
る
と
︑
後
金
は
軍
を
派
遣
し
て
ホ
ル
チ
ン
を
救
援
し
た
︒
天
命
一
一
年
に
は
ホ
ル
チ
ン
の
首
長
で
あ

る
オ
ー
バ
︵O
oba

︶
が
直
接
瀋
陽
を
訪
問
し
︑
ヌ
ル
ハ
チ
と
対
面
し
て
チ
ャ
ハ
ル
・
ハ
ル
ハ
を
共
同
の
敵
と
す
る
盟
約
を
結
ん
だ
︒
こ
の
時
︑

ヌ
ル
ハ
チ
は
オ
ー
バ
に
﹁
ト
シ
ェ
ー
ト

=
ハ
ン
︵T

usiyetu
H

an

︶
﹂
と
い
う
称
号
を
与
え
た⑪
︒
し
か
し
︑
後
金
が
ホ
ル
チ
ン
と
結
ん
だ
盟
約
は
︑

内
容
的
に
は
ハ
ル
ハ
と
の
盟
約
と
大
差
は
な
か
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
共
同
の
敵
に
対
す
る
共
同
歩
調
を
約
束
し
︑
盟
約
を
違
え
れ
ば
天
罰
を
受

け
る
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る⑫
︒
さ
ら
に
︑
後
金
の
対
明
戦
争
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
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あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
ヌ
ル
ハ
チ
の
時
代
に
お
い
て
︑
後
金
が
ハ
ル
ハ
・
ホ
ル
チ
ン
と
結
ん
だ
盟
約
に
は
︑
戦
時
兵
力
動
員
の
よ
う
な
具
体
的
な
軍

事
協
力
方
案
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
ハ
ル
ハ
や
ホ
ル
チ
ン
と
の
関
係
に
お
い
て
︑
後
金
が
確
固
た
る
優
位
を
占
め
た
わ
け
で
も
な
か
っ

た
︒
ヌ
ル
ハ
チ
の
跡
を
継
い
だ
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
と
っ
て
︑
こ
う
し
た
限
界
を
突
破
す
る
こ
と
が
当
然
重
大
な
課
題
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

天
聡
二
年
︵
一
六
二
八
︶
九
月
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
ホ
ル
チ
ン
・
ハ
ラ
チ
ン
︵Q

aracin

︶
・
ア
オ
ハ
ン
︵A

uqan

︶
・
ナ
イ
マ
ン
︵N

aim
an

︶
・
ジ
ャ

ル
ー
ト
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
に
使
者
を
遣
わ
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
兵
力
を
率
い
て
チ
ャ
ハ
ル
遠
征
へ
の
参
加
を
求
め
た
︒
し
か
し
︑
オ
ー
バ
率
い
る
ホ

ル
チ
ン
の
大
部
分
は
︑
独
自
に
チ
ャ
ハ
ル
を
襲
撃
し
た
後
︑
後
金
軍
に
合
流
せ
ず
に
帰
国
し
て
し
ま
っ
た
︒
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
オ
ー
バ
に
使
者
を

送
っ
て
激
し
い
怒
り
を
表
し
た
︒
結
局
︑
オ
ー
バ
が
翌
年
正
月
に
直
接
ホ
ン
タ
イ
ジ
を
訪
ね
て
謝
罪
す
る
こ
と
で
事
態
は
収
ま
っ
た⑬
︒

こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
天
聡
三
年
︵
一
六
二
九
︶
︑
ホ
ル
チ
ン
を
含
む
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
と
議
論
し
︑
兵
力
動
員

の
基
準
お
よ
び
処
罰
規
定
を
載
せ
た
﹁
禁
令
﹂
を
制
定
し
た⑭
︒
主
な
内
容
を
見
る
と
︑
チ
ャ
ハ
ル
に
出
征
す
る
場
合
に
は
一
三
歳
か
ら
七
三
歳

ま
で
の
﹁
ホ
シ
ョ
ー
を
管
す
る
ノ
ヤ
ン
﹂
全
員
の
出
兵
を
︑
漢
地
に
出
征
す
る
場
合
に
は
﹁
ホ
シ
ョ
ー
を
管
す
る
大
ノ
ヤ
ン
各
一
︑
タ
イ
ジ
各

二
︑
良
兵
百
﹂
の
出
兵
が
規
定
さ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
出
兵
し
な
か
っ
た
︑
あ
る
い
は
期
限
を
守
ら
な
か
っ
た
時
の
処
罰
の
内

容
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
の
﹁
禁
令
﹂
に
収
め
ら
れ
た
兵
力
動
員
の
規
定
︵
以
下
﹁
天
聡
三
年
の
規
定
﹂
︶
は
︑
対
チ
ャ
ハ
ル
戦
争
お
よ
び
対
明

戦
争
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
の
参
戦
を
規
定
し
た
と
い
う
点
で
重
大
な
意
味
を
持
ち⑮
︑
こ
れ
に
よ
り
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
自
分
の
主
導

す
る
戦
争
に
お
い
て
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
を
動
員
で
き
る
具
体
的
な
根
拠
を
設
け
た
と
い
え
る
︒
こ
の
規
定
は
︑
天
聡
五
年
︵
一
六
三
一
︶
四
月

の
イ
ラ
ン

=
チ
ュ
ン
グ
ル
︵Ilan

C
ūnggur

︶
会
盟
を
経
て
︑
ア
ル

=
ホ
ル
チ
ン
︵A

ru
Q

orcin

︶
・
オ
ン
ニ
ュ
ー
ト
︵O

ngniyud

︶
・
ド
ゥ
ル
ベ
ン

=

フ
ー
ヘ
ド
︵D

örben
K

eüked

︑
﹁
四
子
﹂
︶
に
ま
で
適
用
が
拡
大
さ
れ
た⑯
︒

と
こ
ろ
が
︑
天
聡
三
年
の
規
定
に
は
重
大
な
欠
陥
が
存
在
し
た
︒
ま
ず
︑
対
チ
ャ
ハ
ル
遠
征
の
場
合
﹁
ホ
シ
ョ
ー
を
管
す
る
ノ
ヤ
ン
﹂
全
員

の
参
戦
を
規
定
し
た
の
み
で
︑
彼
ら
と
と
も
に
出
兵
す
る
小
ノ
ヤ
ン
・
タ
イ
ジ
お
よ
び
兵
力
の
数
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
言
及
が
な
か
っ
た
点
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が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
立
場
か
ら
は
﹁
ホ
シ
ョ
ー
を
管
す
る
ノ
ヤ
ン
﹂
の
参
戦
さ
え
規
定
す
れ
ば
︑
自
然
に
彼
ら
が
で
き
る
だ
け
多

く
の
兵
を
連
れ
て
く
る
と
期
待
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
︑
必
ず
し
も
そ
う
な
る
と
は
保
証
で
き
な
か
っ
た
︒
対
明
遠
征
の
場
合
︑
各
ホ
シ
ョ
ー
の

参
戦
兵
力
が
わ
ず
か
に
精
兵
一
〇
〇
人
と
規
定
さ
れ
た
点
も
問
題
で
あ
っ
た
︒
反
チ
ャ
ハ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
に
と
っ
て
︑
チ
ャ
ハ
ル
と
の
戦
争

は
死
活
問
題
で
あ
っ
た
が
︑
対
明
遠
征
は
あ
く
ま
で
も
後
金
の
戦
争
と
い
う
性
格
が
強
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
彼
ら
に
よ
り
多

く
の
兵
を
参
戦
さ
せ
る
よ
う
に
要
求
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
一
方
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
に
と
っ
て
︑
精
兵
一
〇
〇
人
が
絶
対
的

に
大
き
な
負
担
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
ホ
シ
ョ
ー
の
負
担
能
力
に
関
係
な
く
一
律
的
に
同
じ
数
の
兵
力
を
動
員
さ
せ
た
こ
と
は
公
平
で
は

な
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
欠
陥
は
︑
天
聡
三
年
の
﹁
禁
令
﹂
が
根
本
的
に
は
ホ
ン
タ
イ
ジ
と
オ
ー
バ
を
は
じ
め
と
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
と
が

﹁
話
し
合
っ
て
定
め
た
禁
令
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実⑰
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
案
の
定
︑
同
年
一
〇
月
の
遠
征
か
ら
直
ち
に
問
題
が
発

生
し
た
︒
こ
の
遠
征
は
︑
も
と
も
と
チ
ャ
ハ
ル
を
狙
っ
て
い
た
が
︑
途
中
で
目
標
を
変
え
て
明
の
内
地
を
侵
攻
し
た
の
で
あ
る⑱
︒
し
た
が
っ
て
︑

天
聡
三
年
の
規
定
に
お
け
る
チ
ャ
ハ
ル
へ
の
出
征
の
動
員
基
準
が
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒

天
聡
二
年
九
月
の
独
自
行
動
に
よ
り
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
強
く
叱
責
さ
れ
た
ホ
ル
チ
ン
は
︑
今
度
は
二
三
人
も
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
が
兵
を
率
い
て
参

戦
す
る
﹁
誠
意
﹂
を
見
せ
た
︒
そ
こ
で
﹁
ハ
ン
︵
ホ
ン
タ
イ
ジ
︶
・
二
人
の
ア
ン
バ

=
ベ
イ
レ⑲
︵am

ba
beile

︶
・
衆
タ
イ
ジ
ら
は
三
里
の
先
に
出

迎
え
て
﹂
対
面
し
︑
﹁
天
が
会
わ
せ
た
兵
で
あ
る
と
て
﹂
天
に
向
か
っ
て
三
跪
九
叩
頭
を
行
っ
た⑳
︒
し
か
し
︑
バ
ー
リ
ン
の
セ
テ
ル

=
タ
イ
ジ

︵S
eter

T
ayiji

︶
は
こ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
︒
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
﹁
私
は
﹃
汝
等
の
馬
を
よ
く
肥
や
せ
︒
乗
る
な
︒
征
伐
に
用
い
る
﹄
と
言

っ
て
お
い
た
︒
汝
等
は
命
に
背
い
て
狩
猟
し
︑
馬
は
痩
せ
︑
少
数
の
兵
で
行
く
と
は
何
た
る
こ
と
か
﹂
と
︑
彼
を
叱
責
し
た
︒
こ
の
時
︑
ホ
ン

タ
イ
ジ
は
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
に
セ
テ
ル
が
遅
参
し
た
罪
を
論
じ
る
よ
う
に
命
じ
た
が
︑
兵
力
の
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
た
だ
彼
の
献

上
品
を
拒
む
こ
と
で
済
ま
せ
た㉑
︒
参
戦
し
た
兵
力
が
少
な
い
と
い
う
理
由
で
論
罪
す
る
根
拠
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
結
局
︑
天
聡
三
年

の
遠
征
に
お
け
る
各
遊
牧
集
団
の
参
戦
兵
力
の
数
は
ノ
ヤ
ン
た
ち
の
﹁
誠
意
﹂
次
第
で
あ
っ
た
︒
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天
聡
五
年
︵
一
六
三
一
︶
七
月
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
明
の
大
凌
河
城
を
攻
略
す
る
た
め
の
大
規
模
な
遠
征
を
敢
行
し
た
︒
こ
の
遠
征
は
︑
ホ
ン

タ
イ
ジ
が
﹁
こ
の
城
を
天
が
与
え
れ
ば
山
海
関
を
得
る
︒
天
が
与
え
な
け
れ
ば
山
海
関
を
得
な
い
ぞ
﹂
と
い
う
ほ
ど
︑
大
き
な
意
味
を
持
つ
遠

征
で
あ
っ
た
の
で㉒
︑
で
き
る
だ
け
多
く
の
兵
力
を
動
員
し
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
当
時
︑
彼
が
各
遊
牧
集
団
に
要
求
し
た
兵
力
は
︑
遊
牧
地
が

遠
く
離
れ
て
い
た
ホ
ル
チ
ン
の
場
合
︑
各
ホ
シ
ョ
ー
か
ら
五
〇
人
︵
天
聡
三
年
の
規
定
の
半
分
︶
ず
つ
で
合
わ
せ
て
五
〇
〇
人㉓
︑
オ
ン
ニ
ュ
ー
ト

︵
二
つ
の
ホ
シ
ョ
ー
︶
・
ア
ル

=
ホ
ル
チ
ン
・
ド
ゥ
ル
ベ
ン

=
フ
ー
ヘ
ド
の
場
合
は
︑
各
ホ
シ
ョ
ー
か
ら
一
〇
〇
人
︵
天
聡
三
年
の
規
定
通
り
︶
ず

つ
︑
合
わ
せ
て
四
〇
〇
人
で
あ
っ
た㉔
︒
一
方
︑
大
凌
河
城
と
の
距
離
が
近
い
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
・
バ
ー
リ
ン
・
ジ
ャ
ル
ー
ト
で
は
︑
家
畜

の
世
話
を
す
る
者
以
外
に
は
全
員
動
員
さ
せ
た
︒
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
︵T

üm
ed

︶
か
ら
も
兵
力
を
動
員
し
た
が
︑
そ
の
規
模
に
つ
い
て
の

言
及
は
史
料
に
見
え
な
い㉕
︒
当
時
︑
大
凌
河
城
攻
略
に
参
加
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
が
合
わ
せ
て
二
万
余
人
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録
か
ら
み
て
︑

大
多
数
の
兵
力
︵
一
九
一
〇
〇
人
以
上
︶
が
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
・
バ
ー
リ
ン
・
ジ
ャ
ル
ー
ト
お
よ
び
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
か
ら
動
員
さ
れ

た
こ
と
に
な
る㉖
︒

天
聡
五
年
の
大
凌
河
城
遠
征
に
お
い
て
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
地
理
的
に
近
い
遊
牧
集
団
に
負
担
を
偏
ら
せ
る
方
法
で
モ
ン
ゴ
ル
の
参
戦
兵
力
を

大
幅
に
増
や
す
こ
と
が
で
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
各
集
団
の
兵
力
負
担
の
偏
差
が
大
き
く
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
︑
天
聡
三
年
の
規
定
を
遵
守

し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
た
︒
結
局
︑
こ
の
時
の
兵
力
の
動
員
は
︑
当
面
し
た
軍
事
的
要
求
に
応
え
る
た
め
の
便
法
と
し
て
の
措

置
で
あ
っ
た
︒

次
に
︑
天
聡
六
年
︵
一
六
三
二
︶
四
月
の
遠
征
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
の
遠
征
の
も
と
の
目
標
は
チ
ャ
ハ
ル
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
チ
ャ
ハ

ル
が
情
報
を
入
手
し
て
逃
走
し
た
た
め
︑
そ
の
代
わ
り
に
帰
化
城
・
張
家
口
な
ど
長
城
近
辺
お
よ
び
長
城
以
南
の
明
の
辺
境
を
攻
撃
し
て
略
奪

し
た㉗
︒
よ
っ
て
︑
天
聡
三
年
一
〇
月
の
遠
征
と
同
じ
く
︑
チ
ャ
ハ
ル
へ
の
出
征
の
基
準
が
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
当
時
の
兵
力
の
規
模
に
関

し
て
﹃
満
文
老
檔
﹄
に
は
﹁
そ
の
日
︑
諸
処
の
兵
︑
皆
尽
く
到
着
し
た
︒
内
外
の
兵
︑
す
べ
て
恐
ら
く
正
に
十
万
で
あ
ろ
う
︒
後
世
の
人
は
噓

で
あ
る
と
か
り
に
も
言
わ
な
い
よ
う
に
﹂
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る㉘
︒
先
行
研
究
で
は
︑
こ
の
﹁
十
万
﹂
と
い
う
数
字
を
事
実
と
受
け
入
れ
︑

崇徳元年（一六三六）の外藩蒙古会盟と丙子胡乱（丘・李）

45 (685)



そ
の
う
ち
大
部
分
が
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
た㉙
︒
し
か
し
︑
当
時
実
際
に
長
城
以
南
地
域
を
侵
攻
し
た
部
隊
は
︑
モ
ン
ゴ
ル

の
兵
力
を
主
軸
と
す
る
一
万
人
の
左
翼
軍
と
後
金
の
八
旗
兵
力
を
主
軸
と
す
る
二
万
人
の
右
翼
軍
に
分
か
れ
て
い
た㉚
︒
左
翼
軍
と
右
翼
軍
の
合

計
が
三
万
人
に
と
ど
ま
っ
た
と
す
れ
ば
︑
﹁
十
万
﹂
と
い
う
数
字
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
の
は
困
難
で
あ
る㉛
︒
し
か
も
当
時
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
ホ
ル

チ
ン
や
ジ
ャ
ル
ー
ト
の
参
戦
兵
力
に
つ
い
て
は
満
足
の
意
を
表
し
た
一
方
︑
バ
ー
リ
ン
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
に
対
し
て
は
﹁
汝
等
は
我
に
頼
っ
て
来

な
が
ら
︑
出
征
し
て
も
勤
め
ず
︑
馬
を
分
け
て
乗
ら
せ
ず
︑
行
動
が
面
白
く
な
い
︒
さ
よ
う
な
ら
ば
汝
等
の
同
類
の
ハ
ル
ハ
の
諸
王
を
チ
ャ
ハ

ル
が
連
れ
去
っ
て
殺
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
夫
妻
を
引
き
離
さ
せ
た
こ
と
も
あ
り
︑
隷
民
が
皆
奪
わ
れ
て
独
り
身
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
ぞ
﹂
と

非
難
を
浴
び
せ
た
︒
ま
た
︑
﹁
ア
ル㉜
﹂
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
に
対
し
て
も
﹁
何
故
馬
を
分
け
て
乗
ら
せ
ず
︑
多
く
の
兵
を
出
さ
な
い
の
か
﹂
と
不
満

を
ぶ
つ
け
︑
ナ
イ
マ
ン
に
対
し
て
も
バ
ー
リ
ン
よ
り
は
好
い
が
﹁
大
変
好
い
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
﹂
と
指
摘
し
た
︒
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
こ
れ

ら
の
﹁
善
悪
を
帰
還
し
た
後
議
そ
う
﹂
と
脅
迫
し
た
も
の
の
︑
実
際
に
兵
力
が
少
な
い
と
い
う
理
由
で
論
罪
さ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い㉝
︒
つ

ま
り
︑
天
聡
六
年
の
遠
征
で
も
天
聡
三
年
一
〇
月
に
露
呈
し
た
問
題
が
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
こ
と
に
な
る
︒

続
い
て
︑
天
聡
八
年
︵
一
六
三
四
︶
五
月
に
始
ま
っ
た
宣
府
・
大
同
遠
征
を
見
る
と
︑
や
は
り
ホ
ル
チ
ン
・
オ
ン
ニ
ュ
ー
ト
・
ハ
ラ

=
ツ
ェ

リ
グ
︵Q

ara
Č

erig

︶
・
バ
ー
リ
ン
・
ジ
ャ
ル
ー
ト
・
ト
ゥ
メ
ト
・
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
・
ド
ゥ
ル
ベ
ン

=
フ
ー
ヘ
ド
・
ア
ル

=
ホ
ル
チ
ン
・

ウ
ラ
ト
・
ハ
ラ
チ
ン
な
ど
が
す
べ
て
参
戦
し
た㉞
︒
他
の
集
団
の
参
戦
兵
力
は
不
明
で
あ
る
が
︑
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
と
ホ
ル
チ
ン
の
場
合
︑

そ
れ
ぞ
れ
五
〇
〇
〇
人
ず
つ
を
出
兵
さ
せ
た
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る㉟
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
数
字
も
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑

楠
木
賢
道
は
鹵
獲
し
た
家
畜
の
数
か
ら
み
て
ホ
ル
チ
ン
の
兵
力
が
他
の
遊
牧
集
団
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
と
推
定
し
て
い
る㊱
︒
こ
れ
に

よ
る
と
︑
少
な
く
と
も
ホ
ル
チ
ン
は
︑
明
を
相
手
と
す
る
出
兵
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
天
聡
三
年
に
規
定
さ
れ
た
﹁
一
ホ
シ
ョ
ー
に
一
〇
〇
人
﹂

を
は
る
か
に
超
え
た
兵
力
を
出
陣
さ
せ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
遠
征
の
場
合
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
の
兵
力

が
少
な
す
ぎ
る
な
ど
の
不
満
を
表
し
た
記
録
は
見
ら
れ
な
い
︒

天
聡
八
年
の
遠
征
に
お
い
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
が
参
戦
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
は
︑
先
に
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
不
満
を
表
し
た
の
が
奏
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効
し
た
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
そ
の
一
方
︑
参
戦
の
利
益
す
な
わ
ち
鹵
獲
物
へ
の
期
待
も
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
考
え
る
︒
天
聡
六

年
の
遠
征
で
後
金
軍
は
逃
走
し
た
チ
ャ
ハ
ル
が
残
し
た
多
く
の
人
畜
を
鹵
獲
し
た
だ
け
で
な
く
︑
明
の
山
西
各
地
を
徹
底
的
に
略
奪
し
た
が㊲
︑

そ
の
時
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
は
鹵
獲
物
の
約
四
〇
％
以
上
を
有
し
た㊳
︒
さ
ら
に
︑
天
聡
八
年
の
遠
征
の
場
合
︑
宣
府
・
大
同
地
域
に
対

す
る
略
奪
の
み
な
ら
ず
︑
当
時
混
乱
し
て
い
た
チ
ャ
ハ
ル
の
遊
牧
民
た
ち
の
大
量
帰
順
も
予
想
さ
れ
て
い
た㊴
︒

こ
の
よ
う
に
天
聡
八
年
の
事
例
は
︑
一
方
で
は
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
が
後
金
の
主
導
す
る
戦
争
に
積
極
的
に
兵
力
を
提
供
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
意
味
を
持
つ
が
︑
他
方
で
は
兵
力
動
員
の
規
模
が
依
然
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
の
﹁
誠
意
﹂
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い

た
と
い
う
限
界
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た㊵
︒

以
上
︑
天
命
・
天
聡
年
間
に
お
け
る
マ
ン
ジ
ュ
・
モ
ン
ゴ
ル
軍
事
同
盟
の
展
開
の
様
相
を
モ
ン
ゴ
ル
の
参
戦
兵
力
の
規
模
に
焦
点
を
当
て
て

検
討
し
た
︒
天
命
年
間
の
後
金
は
︑
ハ
ル
ハ
と
は
対
明
盟
約
を
︑
ホ
ル
チ
ン
と
は
対
チ
ャ
ハ
ル
盟
約
を
結
ん
だ
が
︑
軍
事
協
力
の
内
実
を
確
保

す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
天
聡
年
間
に
な
っ
て
︑
自
国
の
主
導
す
る
戦
争
に
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
遊
牧
集
団
を
動
員
す
る
こ
と
に
成
功
し
︑

特
に
天
聡
三
年
に
は
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
を
動
員
す
る
基
準
も
制
定
で
き
た
︒
但
し
︑
後
金
に
と
っ
て
︑
天
聡
三
年
の
規
定
は
不
完
全
な
も
の
で

あ
っ
た
︒
対
明
出
兵
の
参
戦
兵
力
は
ホ
シ
ョ
ー
ご
と
に
一
〇
〇
人
で
︑
最
初
か
ら
非
常
に
少
な
く
規
定
さ
れ
た
︒
対
チ
ャ
ハ
ル
出
兵
の
場
合
︑

﹁
ホ
シ
ョ
ー
を
管
す
る
ノ
ヤ
ン
﹂
全
員
の
参
戦
が
規
定
さ
れ
た
が
︑
参
戦
兵
力
の
規
模
は
ノ
ヤ
ン
た
ち
の
﹁
誠
意
﹂
に
任
さ
れ
た
た
め
︑
実
際
︑

遠
征
の
進
行
過
程
の
中
で
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
と
の
間
に
摩
擦
を
も
引
き
起
こ
し
て
い
た
︒

さ
ら
に
︑
天
聡
九
年
︵
一
六
三
五
︶
︑
後
金
の
最
後
の
対
チ
ャ
ハ
ル
遠
征
を
も
っ
て
︑
チ
ャ
ハ
ル
は
完
全
に
崩
壊
し
︑
そ
の
余
衆
は
後
金
に
吸

収
さ
れ
た㊶
︒
こ
れ
で
天
聡
三
年
の
規
定
の
中
で
中
心
的
な
要
素
で
あ
っ
た
対
チ
ャ
ハ
ル
軍
事
同
盟
は
無
意
味
と
な
っ
た
︒
た
だ
対
明
出
兵
時
の

ホ
シ
ョ
ー
ご
と
に
一
〇
〇
人
と
い
う
部
分
の
み
が
残
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
の
規
定
は
崇
徳
元
年
︵
一
六
三
六
︶
ま
で
実
際
に
適
用
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
︒
崇
徳
元
年
︵
一
六
三
六
︶
六
～
九
月
︑
清
は
ア
ジ
ゲ
︵A

jige
︶
を
司
令
官
と
す
る
華
北
遠
征
を
断
行
し
た
︒
こ
の
時
︑
ア

ジ
ゲ
と
と
も
に
六
月
末
か
ら
明
に
入
っ
て
作
戦
を
展
開
し
た
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の
兵
力
は
︑
そ
の
具
体
的
な
規
模
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
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が㊷
︑
七
月
一
七
日
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
対
明
出
兵
を
理
由
に
動
員
し
た
ホ
ル
チ
ン
・
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
・
ジ
ャ
ル
ー
ト
・
ウ
ラ
ト
︵U

rad

︶
・

ド
ゥ
ル
ベ
ン

=
フ
ー
ヘ
ド
・
バ
ー
リ
ン
な
ど
の
兵
力
は
ホ
シ
ョ
ー
ご
と
に
一
〇
〇
人
ず
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る㊸
︒

し
か
し
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
こ
れ
か
ら
起
こ
る
対
明
戦
争
に
可
能
な
限
り
多
く
の
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
を
動
員
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑

天
聡
一
〇
年
︵
＝
崇
徳
元
年
︶
四
月
︑
﹁
ダ
イ
チ
ン

=
グ
ル
ン
﹂
の
成
立
に
よ
り
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
に
対
し
て
超
越
的

な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
集
団
は
﹁
ダ
イ
チ
ン

=
グ
ル
ン
﹂
の
﹁
外
藩
蒙
古
﹂
と
し
て
の
地
位
を
有
す
る
こ
と
に
な

っ
た㊹
︒
形
式
上
対
等
な
マ
ン
ジ
ュ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
関
係
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
天
聡
三
年
の
規
定
は
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

①

ホ
ル
チ
ン
は
チ
ン
ギ
ス

=
ハ
ン
︵C

inggis
Q

an

︶
の
弟
ジ
ョ
チ

=
ハ
サ
ル

︵Jöci
Q

asar

︶
の
後
裔
が
率
い
る
遊
牧
集
団
で
あ
る
︒
彼
ら
は
一
六
世
紀
中
葉

に
東
遷
し
︑
嫩
江
流
域
か
ら
綽
爾
川
流
域
に
わ
た
っ
て
遊
牧
し
て
い
た
︒
楠
木
賢

道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
七
一
～
七
二
頁
︒

②

ハ
ル
ハ
は
い
わ
ゆ
る
ゴ
ビ
以
南
の
内
ハ
ル
ハ
の
こ
と
で
あ
り
︑
ゴ
ビ
以
北
の
外

ハ
ル
ハ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
内
ハ
ル
ハ
は
ジ
ャ
ル
ー
ト
︵Jarud

︶
・

バ
ー
リ
ン
︵B

aɣarin

︶
・
バ
ヨ
ト
︵B

ayud

︶
な
ど
五
つ
の
集
団
で
構
成
さ
れ
て

い
た
︒
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
二
一
頁
︒

③

﹃
満
洲
実
録
﹄
巻
三
︑
丙
午
年
︵
一
六
〇
六
︶
一
二
月
条
︒

④

﹃
満
文
老
檔
﹄
︵
満
文
老
檔
研
究
会
訳
註
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅰ

Ⅶ
︑
東
京
：
東
洋

文
庫
︑
一
九
五
五
年
～
一
九
六
三
年
︶
Ⅰ
︑
太
祖
一
一
︑
天
命
四
年
七
月
二
五
日
︑

一
六
五
～
一
七
〇
頁
︒
本
稿
で
は
︑
﹃
満
文
老
檔
﹄
と
﹃
旧
満
洲
檔
﹄
の
間
に
内

容
の
差
異
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
場
合
に
限
っ
て
︑
読
者
の
利
用
に
便
利
な
﹃
満

文
老
檔
﹄
を
優
先
的
に
提
示
す
る
︒

⑤

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅰ
︑
太
祖
一
三
︑
天
命
四
年
一
〇
月
︑
一
九
五
～
一
九
六
頁
︒

⑥

盧
基
植
﹁
後
金
の
遼
東
進
出
前
後
に
お
け
る
マ
ン
ジ
ュ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
関
係
逆

転
﹂
一
一
九
～
一
二
四
頁
︑
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
二

四
～
二
五
頁
︒

⑦

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅰ
︑
太
祖
一
三
︑
天
命
四
年
一
一
月
一
日
︑
一
九
七
～
一
九
八

頁
︒

⑧

盧
基
植
﹁
後
金
の
遼
東
進
出
前
後
に
お
け
る
マ
ン
ジ
ュ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
関
係
逆

転
﹂
一
二
五
頁
︒

⑨

盧
基
植
﹁
後
金
の
遼
東
進
出
前
後
に
お
け
る
マ
ン
ジ
ュ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
関
係
逆

転
﹂
一
三
〇
～
一
三
三
︑
一
三
八
～
一
四
一
頁
︑
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル

政
策
史
の
研
究
﹄
二
五
～
二
九
頁
︒

⑩

盧
基
植
﹁
後
金
時
期
に
お
け
る
マ
ン
ジ
ュ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
聯
盟
関
係
﹂
二
一
～

二
六
頁
︑
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
二
九
～
三
〇
頁
︒

⑪

盧
基
植
﹁
後
金
時
期
に
お
け
る
マ
ン
ジ
ュ
と
モ
ン
ゴ
ル
の
聯
盟
関
係
﹂
二
七
～

三
三
頁
︑
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
七
六
～
七
八
頁
︒

⑫

﹃
清
太
祖
実
録
﹄
巻
九
︑
天
命
九
年
二
月
庚
子
条
︑
﹃
満
洲
実
録
﹄
巻
七
︑
天
命

九
年
二
月
一
六
日
条
︑
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅲ
︑
太
祖
七
一
︑
天
命
一
一
年
六
月
七
日
︑

一
〇
七
四
～
一
〇
七
九
頁
︒

⑬

楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
一
五
～
一
一
七
頁
︒

⑭

こ
の
規
定
の
解
釈
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
は
︑
岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗

制
度
の
研
究
﹄
三
四
～
三
八
頁
︑
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研

究
﹄
一
一
八
～
一
二
一
頁
を
参
照
︒
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⑮

盧
基
植
﹁
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
反
リ
ン
ダ
ン
満
蒙
聯
盟
の
拡
大
と
利
用
﹂
一
九
〇
～

一
九
二
頁
︑
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
二
〇
頁
︒

⑯

楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
二
五
～
一
三
〇
頁
︑
﹃
満

文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太
宗
・
天
聡
三
七
︑
天
聡
五
年
四
月
一
二
日
︑
五
〇
四
～
五
〇
八

頁
︒
こ
の
時
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
チ
ャ
ハ
ル
へ
の
遠
征
を
企
て
た
が
︑
準
備
不
足
を

指
摘
し
た
ホ
ル
チ
ン
の
首
長
オ
ー
バ
の
諫
言
に
よ
り
中
止
と
な
っ
た
︒
そ
の
代
わ

り
に
ア
ル

=
ホ
ル
チ
ン
・
オ
ン
ニ
ュ
ー
ト
・
ド
ゥ
ル
ベ
ン

=
フ
ー
ヘ
ド
の
ノ
ヤ
ン

た
ち
と
会
盟
し
︑
天
聡
三
年
の
禁
令
の
適
用
を
彼
ら
に
も
拡
大
し
た
︒

⑰

楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
一
九
頁
︒
天
聡
五
年
四
月
︑

ホ
ン
タ
イ
ジ
を
盟
主
と
し
た
イ
ラ
ン

=
チ
ュ
ン
グ
ル
会
盟
で
も
︑
天
聡
三
年
の
禁

令
は
﹁
ト
シ
ェ
ー
ト

=
ハ
ン
の
禁
令
﹂
と
呼
ば
れ
た
︒
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太

宗
・
天
聡
三
七
︑
天
聡
五
年
四
月
七
日
・
一
二
日
︑
五
〇
〇
～
五
〇
一
︑
五
〇
四

～
五
〇
八
頁
︒

⑱

谷
井
陽
子
﹃
八
旗
制
度
の
研
究
﹄
︵
京
都
：
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
一

五
年
︶
二
一
七
～
二
一
八
頁
︒

⑲

﹁
二
人
の
ア
ン
バ

=
ベ
イ
レ
﹂
は
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
兄
で
あ
る
ダ
イ
シ
ャ
ン

︵D
aišan

︶
と
マ
ン
グ
ル
タ
イ
︵M

anggūltai

︶
を
指
す
︒

⑳

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅳ
︑
太
宗
・
天
聡
一
七
︑
天
聡
三
年
一
〇
月
一
五
日
︑
二
三
三

頁
︒
以
下
︑
﹃
満
文
老
檔
﹄
お
よ
び
﹃
内
国
史
院
檔
﹄
の
引
用
は
既
存
の
和
訳
に

よ
る
が
︑
必
要
に
よ
っ
て
筆
者
た
ち
が
修
正
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
︒

㉑

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅳ
︑
太
宗
・
天
聡
一
七
︑
天
聡
三
年
一
〇
月
六
日
︑
二
三
一
頁
︑

同
年
一
〇
月
一
一
日
︑
二
三
二
頁
︒

㉒

谷
井
陽
子
﹃
八
旗
制
度
の
研
究
﹄
二
二
〇
～
二
二
一
頁
︑
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑

太
宗
・
天
聡
三
九
︑
天
聡
五
年
八
月
一
一
日
︑
五
三
四
頁
︒

㉓

当
時
︑
ホ
ル
チ
ン
に
は
合
せ
て
一
〇
個
の
ホ
シ
ョ
ー
が
あ
っ
た
︒
岡
洋
樹
﹃
清

代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の
研
究
﹄
三
五
～
三
七
頁
︑
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ

ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
四
七
～
一
四
八
頁
︒

㉔

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太
宗
・
天
聡
三
八
︑
天
聡
五
年
七
月
五
日
︑
五
一
八
～
五

二
〇
頁
︒
こ
の
時
の
動
員
令
は
明
ら
か
に
上
下
関
係
を
通
じ
て
下
さ
れ
る
命
令
の

形
式
に
な
っ
て
お
り
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
地
位
が
上
昇
し
た
こ
と
を
示
す
︒
楠
木
賢

道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
四
七
頁
︒

㉕

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太
宗
・
天
聡
三
八
︑
天
聡
五
年
七
月
九
日
・
同
月
一
七
日
︑

五
二
〇
～
五
二
一
頁
︒

㉖

楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
五
〇
～
一
五
一
頁
︑
﹃
満

文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太
宗
・
天
聡
三
九
︑
天
聡
五
年
八
月
一
日
︑
五
二
七
～
五
二
八
頁
︒

但
し
︑
大
凌
河
城
攻
略
に
参
加
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
が
実
際
に
二
万
余
人
も
あ

っ
た
か
は
か
な
り
疑
わ
し
い
︒
崇
徳
元
年
の
外
藩
蒙
古
ニ
ル
編
成
の
結
果
︵
後

述
︶
に
よ
れ
ば
︑
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
・
バ
ー
リ
ン
・
ジ
ャ
ル
ー
ト
の
人
口
は

合
計
七
四
二
〇
家
で
あ
り
︵
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
四
︑
崇
徳
元
年

一
一
月
六
日
︑
一
三
八
九
～
一
三
九
五
︑
一
四
〇
三
～
一
四
〇
四
頁
︶
︑
天
聡
九

年
︵
一
六
三
五
︶
に
内
外
ハ
ラ
チ
ン
お
よ
び
ト
ゥ
メ
ト
に
対
す
る
編
審
で
把
握
さ

れ
た
人
丁
の
合
計
は
一
六
九
三
二
丁
で
あ
っ
た
︵
﹃
旧
満
洲
檔
：
天
聡
九
年
﹄
︵
東

洋
文
庫
清
代
史
研
究
室
訳
註
﹃
旧
満
洲
檔
：
天
聡
九
年
﹄
%
・
&
︑
東
京
：
東
洋

文
庫
︑
一
九
七
二
年
︶
%
︑
天
聡
九
年
二
月
六
日
︑
五
六
～
六
一
頁
︶
︒
前
者
の

七
四
二
〇
家
と
後
者
の
一
六
九
三
二
丁
よ
り
一
九
一
〇
〇
人
以
上
を
動
員
す
る
の

は
︑
全
く
不
可
能
で
は
な
い
と
し
て
も
非
現
実
的
で
あ
る
︒
ま
た
︑
大
凌
河
城
攻

略
で
の
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
は
︑
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
︑
バ
ー
リ
ン
・
ジ
ャ
ル
ー

ト
︑
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
︑
ホ
ル
チ
ン
・
ア
ル

=
ホ
ル
チ
ン
・
オ
ン
ニ
ュ
ー

ト
・
ド
ゥ
ル
ベ
ン

=
フ
ー
ヘ
ド
な
ど
︑
四
つ
の
グ
サ
で
編
成
さ
れ
︑
作
戦
に
投
入

さ
れ
た
︵
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
五
三
～
一
五
七
頁
︑

一
六
四
～
一
六
五
頁
の
図
'
・
図
(
︶
︒
こ
の
う
ち
︑
四
番
目
の
ホ
ル
チ
ン
な
ど

の
グ
サ
は
兵
力
が
九
〇
〇
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
他
の
三
つ

の
グ
サ
も
だ
い
た
い
似
た
よ
う
な
規
模
の
兵
力
で
構
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒

㉗

谷
井
陽
子
﹃
八
旗
制
度
の
研
究
﹄
二
二
二
～
二
二
三
頁
︑
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑

崇徳元年（一六三六）の外藩蒙古会盟と丙子胡乱（丘・李）

49 (689)



太
宗
・
天
聡
五
一
︑
天
聡
六
年
五
月
一
一
日
︑
七
六
五
～
七
六
六
頁
︒

㉘

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太
宗
・
天
聡
五
一
︑
天
聡
六
年
四
月
一
三
日
︑
七
四
四
頁
︒

㉙

楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
三
一
頁
︑
谷
井
陽
子
﹃
八

旗
制
度
の
研
究
﹄
二
三
四
頁
︒

㉚

﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
一
一
︑
天
聡
六
年
五
月
庚
申
条
︑
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太

宗
・
天
聡
五
一
︑
天
聡
六
年
五
月
一
八
日
︑
七
六
八
～
七
六
九
頁
︒

㉛

モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
の
数
が
実
際
確
認
さ
れ
る
の
は
︑
ハ
ラ
チ
ン
お
よ
び
ト
ゥ
メ

ト
の
九
七
五
人
の
み
で
あ
る
︒
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太
宗
・
天
聡
五
一
︑
天
聡
六

年
四
月
四
日
︑
七
三
一
頁
︒
そ
の
他
︑
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の

研
究
﹄
一
三
三
頁
で
は
︑
ホ
ル
チ
ン
が
左
翼
軍
の
鹵
獲
物
の
二
割
を
占
め
た
こ
と

か
ら
︑
ホ
ル
チ
ン
の
兵
力
が
約
二
〇
〇
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
︒

㉜

こ
こ
で
い
う
﹁
ア
ル
︵A

ru

︶
﹂
と
は
ア
ル

=
ホ
ル
チ
ン
・
オ
ン
ニ
ュ
ー
ト
・

ド
ゥ
ル
ベ
ン

=
フ
ー
ヘ
ド
な
ど
を
包
括
す
る
言
葉
で
あ
る
︒
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対

モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
二
六
頁
︒
以
下
︑
﹁
ア
ル
﹂
は
す
べ
て
同
じ
意
味

で
あ
る
︒

㉝

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太
宗
・
天
聡
五
一
︑
天
聡
六
年
四
月
一
六
日
︑
七
四
八
～

七
四
九
頁
︒

㉞

天
聡
八
年
閏
八
月
六
日
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
瀋
陽
に
送
っ
た
書
信
を
通
じ
て
彼
ら

の
参
戦
が
確
認
で
き
る
︵
﹃
内
国
史
院
檔
：
天
聡
八
年
﹄
︵
東
洋
文
庫
清
朝
満
州
語

檔
案
史
料
の
総
合
的
研
究
チ
ー
ム
訳
註
﹃
内
国
史
院
檔
：
天
聡
八
年

本
文
﹄
東

京
：
東
洋
文
庫
︑
二
〇
〇
九
年
︶
天
聡
八
年
閏
八
月
六
日
︑
二
五
六
～
二
五
七

頁
︶
︒

㉟

﹃
内
国
史
院
檔
：
天
聡
八
年
﹄
天
聡
八
年
五
月
二
四
日
︑
一
六
〇
頁
︑
同
年
七

月
二
日
︑
一
九
二
～
一
九
三
頁
︒

㊱

楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
三
七
～
一
三
八
頁
︒

㊲

谷
井
陽
子
﹃
八
旗
制
度
の
研
究
﹄
二
二
八
頁
︒

㊳

天
聡
六
年
の
遠
征
で
獲
得
し
た
俘
獲
は
人
畜
合
計
七
五
六
八
一
︵
原
文
に
は
計

算
の
誤
り
に
よ
り
七
五
六
八
〇
と
あ
る
︶
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち
モ
ン
ゴ
ル
の

ノ
ヤ
ン
た
ち
の
分
は
三
二
七
九
三
で
あ
っ
た
︒
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅴ
︑
太
宗
・
天
聡

五
六
︑
天
聡
六
年
六
月
三
〇
日
︑
八
一
二
～
八
一
五
頁
︒
こ
れ
と
は
対
照
的
に
︑

天
聡
五
年
の
大
凌
河
城
の
戦
い
は
︑
一
般
将
兵
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち

が
﹁
得
た
も
の
は
全
く
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
ほ
ど
経
済
的
損
失
は
大
き
か
っ
た
︒

谷
井
陽
子
﹃
八
旗
制
度
の
研
究
﹄
二
二
三
頁
︒

㊴

﹃
内
国
史
院
檔
：
天
聡
八
年
﹄
天
聡
八
年
五
月
一
九
日
︑
一
四
四
～
一
四
五
頁
︒

㊵

モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
が
恣
意
的
に
過
大
な
兵
力
を
参
戦
さ
せ
る
場
合
︑
軍

需
補
給
に
負
担
を
か
け
る
な
ど
︑
新
た
な
問
題
が
発
生
す
る
可
能
性
も
排
除
で
き

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

㊶

天
聡
九
年
二
月
末
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
ド
ル
ゴ
ン
ら
に
一
万
人
の
兵
を
率
い
て
出

征
さ
せ
︑
チ
ャ
ハ
ル
の
リ
ン
ダ
ン

=
ハ
ー
ン
の
太
子
エ
ル
ケ

=
ホ
ン
ゴ
ル
︵E

rke

Q
onggor

︶
お
よ
び
そ
の
輩
を
連
れ
て
こ
さ
せ
た
︵
﹃
旧
満
洲
檔
：
天
聡
九
年
﹄

%
︑
天
聡
九
年
二
月
二
六
日
︑
八
三
頁
︶
︒
し
か
し
︑
天
聡
六
年
と
は
異
な
っ
て
︑

モ
ン
ゴ
ル
の
す
べ
て
の
遊
牧
集
団
に
出
兵
を
求
め
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

但
し
︑
ホ
ル
チ
ン
の
一
部
ノ
ヤ
ン
た
ち
に
参
戦
を
要
求
し
︑
こ
れ
に
対
し
て
ホ
ル

チ
ン
は
サ
ン
ガ
ル
︵S

anggar

︶
を
除
く
す
べ
て
の
ノ
ヤ
ン
を
参
戦
さ
せ
る
﹁
誠

意
﹂
を
見
せ
た
︵
﹃
旧
満
洲
檔
：
天
聡
九
年
﹄
%
︑
天
聡
九
年
三
月
二
六
日
︑
九

七
頁
︶
︒
と
こ
ろ
で
︑
﹃
旧
満
洲
檔
：
天
聡
九
年
﹄
の
訳
者
た
ち
は
︑
当
該
記
事

︵
﹁korcin

i
tom

ilaha
beise

gem
u

jihebi:
dam

u
sanggar

jihekūbi:
dondob

jihebi:
lam

aski
fulu

jihebi:

﹂
︶
の
最
後
の
文
句
を
﹁L

am
aski

は
徴
し
た
よ
り

余
分
に
兵
を
率
い
て
来
て
い
る
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
﹁L

am
aski

は

︵
徴
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︶
余
分
に
︵fulu

︶
来
た
﹂
と
訳
す
る
余
地

も
十
分
あ
り
︑
筆
者
た
ち
は
こ
の
訳
の
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
︒
一
方
︑

ド
ン
ド
ブ
︵D

ondob

︶
は
︑
サ
ン
ガ
ル
が
来
な
か
っ
た
せ
い
で
︑
サ
ン
ガ
ル
の

代
わ
り
に
出
陣
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
︒
こ
の
遠
征
の
概
略
に
つ
い
て
は
︑
松
村

潤
﹁
天
聡
九
年
の
チ
ャ
ハ
ル
征
討
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂
︵
﹃
神
田
信
夫
先
生
古
稀
記
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念
論
集
：
清
朝
と
東
ア
ジ
ア
﹄
東
京
：
山
川
出
版
社
︑
一
九
九
二
年
︶
を
参
照
︒

㊷

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅵ
︑
太
宗
・
崇
徳
二
二
︑
崇
徳
元
年
七
月
一
九
日
︑
一
一
九
四

～
一
一
九
五
頁
︑
太
宗
・
崇
徳
二
六
～
二
七
︑
崇
徳
元
年
九
月
八
日
︑
一
二
五
五

～
一
二
五
六
︑
一
二
六
〇
～
一
二
六
一
︑
一
二
七
三
～
一
二
七
四
頁
︑
太
宗
・
崇

徳
二
九
︑
崇
徳
元
年
一
〇
月
一
二
日
︑
一
三
一
五
～
一
三
一
七
頁
︒
但
し
︑
遠
征

で
得
た
俘
獲
︵
合
わ
せ
て
一
八
三
一
五
六
︶
の
う
ち
︑
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の

分
が
約
八
・
八
％
︵
一
六
一
〇
六
︶
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
遠
征
軍
の
全

兵
力
の
中
で
占
め
る
割
合
は
や
は
り
限
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

㊸

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅵ
︑
太
宗
・
崇
徳
二
一
︑
崇
徳
元
年
七
月
一
七
～
一
八
日
︑
一

一
八
六
頁
︒
こ
れ
は
︑
ア
ジ
ゲ
の
帰
還
を
助
け
る
べ
く
山
海
関
方
面
に
出
兵
す
る

た
め
で
あ
っ
た
︒
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅵ
︑
太
宗
・
崇
徳
二
五
︑
崇
徳
元
年
八
月
一
二

日
︑
一
二
三
三
～
一
二
三
五
頁
︒

㊹

李
善
愛
﹃
清
初
期
外
藩
︵tulergi

golo

︶
の
形
成
過
程
と
理
藩
院
﹄
九
〇
～
一

一
〇
頁
︒

第
二
章

崇
徳
元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
に
お
け
る
甲
数
と
丙
子
胡
乱

天
聡
三
年
の
規
定
に
代
わ
る
新
た
な
兵
力
動
員
の
基
準
を
設
け
る
た
め
に
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
遊
牧
集
団
に
対
し
て
も
っ
と
強
力
な
統
制
力

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
各
集
団
が
ど
れ
ほ
ど
の
兵
力
動
員
の
負
担
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
か
を
把
握
す
る
必
要
も
あ

っ
た
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
当
然
な
が
ら
人
口
の
把
握
が
先
行
す
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

モ
ン
ゴ
ル
の
諸
遊
牧
集
団
の
人
口
把
握
は
天
聡
八
年
︵
一
六
三
四
︶
一
〇
月
の
シ
ョ
ン
コ
ル
会
盟
で
初
め
て
試
み
ら
れ
た
︒
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
︑

こ
の
会
盟
に
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
︵A

sidarhan

︶
と
ダ
ヤ
チ
︵D

ayaci

︶
を
派
遣
し
た
︒
二
人
は
︑
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
・
バ
ー
リ
ン
・
ジ
ャ
ル
ー

ト
・
オ
ン
ニ
ュ
ー
ト
・
ド
ゥ
ル
ベ
ン

=
フ
ー
ヘ
ド
・
ウ
ラ
ト
・
ト
ゥ
メ
ト
・
ハ
ラ
チ
ン
な
ど
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
と
と
も
に
︑
各
集
団
の
遊
牧
地
を

画
定
し
︑
人
口
を
調
査
し
た①
︒
し
か
し
︑
諸
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
︑
こ
の
時
の
人
口
調
査
は
あ
く
ま
で
チ
ャ
ハ
ル
に
追
わ
れ
て
後
金
の

方
に
来
た
モ
ン
ゴ
ル
の
諸
遊
牧
集
団
と
︑
制
度
上
八
旗
に
編
入
さ
れ
る
も
依
然
と
し
て
遊
牧
生
活
を
営
ん
で
い
た
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
の
牧
地
を

画
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い②
︒
こ
の
た
め
︑
各
集
団
の
家
︵
ボ
ー
︑boo

︶
の
数
の
み
を
概
略
的
に
把
握
す
る
に
と
ど

ま
り
︑
兵
力
動
員
の
基
準
の
制
定
は
試
み
さ
え
さ
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
も
こ
の
時
の
人
口
把
握
が
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
行
わ
れ
た
も
の
な
の
か
も

疑
問
の
余
地
が
あ
る③
︒

次
に
︑
天
聡
九
年
︵
一
六
三
五
︶
二
月
︑
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
に
対
す
る
編
審
が
行
わ
れ
た
︒
こ
れ
を
通
じ
て
内
・
外
ハ
ラ
チ
ン
一
六
九
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三
二
丁
の
う
ち
︑
九
一
二
三
丁
を
三
つ
の
ホ
シ
ョ
ー
に
編
成
し④
︑
残
り
の
人
丁
は
八
旗
に
編
入
し
て
八
旗
蒙
古
を
組
織
し
た⑤
︒
こ
れ
は
︑
後
金

が
初
め
て
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
集
団
の
人
口
を
詳
し
く
調
べ
︑
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
社
会
構
造
を
再
編
し
た
事
件
と
し
て
注
目
さ
れ
る
︒
し
か

し
︑
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の
編
審
で
は
︑
三
つ
の
ホ
シ
ョ
ー
に
対
す
る
ニ
ル
の
編
成
は
確
認
さ
れ
ず
︑
各
ホ
シ
ョ
ー
の
組
織
も
ま
た
旧
来
の

血
縁
・
勢
力
関
係
を
温
存
し
つ
つ
編
成
さ
れ
た⑥
︒
各
ホ
シ
ョ
ー
が
後
金
の
出
兵
要
求
に
ど
れ
ぐ
ら
い
の
兵
力
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
新
し

く
規
定
し
た
形
跡
も
見
当
た
ら
な
い
︒

ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
以
外
の
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
集
団
に
対
す
る
人
口
調
査
が
初
め
て
行
わ
れ
た
の
は
崇
徳
元
年
︵
一
六
三
六
︶
の
外
藩
蒙
古

会
盟
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒
崇
徳
元
年
一
〇
月
一
六
日
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
都
察
院
承
政
の
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
と
蒙
古
衙
門
承
政
の
ダ
ヤ
チ
を
﹁
チ

ャ
ハ
ル⑦
﹂
・
﹁
ハ
ル
ハ⑧
﹂
へ
︑
弘
文
院
大
学
士
の
ヒ
フ
ェ
︵H

ife

︶
と
蒙
古
衙
門
承
政
の
ニ
カ
ン
︵N

ikan

︶
を
﹁
ホ
ル
チ
ン⑨
﹂
へ
そ
れ
ぞ
れ
遣
わ

し
て
︑
ノ
ヤ
ン
た
ち
と
会
盟
を
開
催
さ
せ
た
︒
こ
の
時
︑
﹁
ア
ル
﹂
に
属
す
る
諸
遊
牧
集
団
は
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
と
と
も
に
ア
シ
ダ
ル

ハ
ン
・
ダ
ヤ
チ
の
主
宰
す
る
会
盟
に
参
加
し
た⑩
︒

﹃
満
文
老
檔
﹄
は
会
盟
の
目
的
を
︑
﹁
民
の
盗
賊
・
悪
逆
︵irgen

i
hūlha

holo
ehe

facuhūn

︶
﹂
を
語
り
﹁
法
度
の
書
︵fafun

i
bithe

︶
﹂
を
下
す

こ
と
︑
と
説
明
し
て
お
り⑪
︑
順
治
初
纂
本
﹃
清
太
宗
実
録
﹄
で
も
﹁
奸
盗
為
乱
﹂
の
防
止
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
と
明
記
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑

乾
隆
三
修
本
﹃
清
太
宗
実
録
﹄
に
は
︑
む
し
ろ
戸
口
の
調
査
と
ニ
ル
の
編
成
が
犯
罪
の
審
理
・
法
律
の
頒
布
・
奸
盗
の
禁
圧
よ
り
先
に
提
示
さ

れ
て
い
る⑫
︒
﹃
満
文
老
檔
﹄
も
︑
会
盟
の
結
果
を
伝
え
る
部
分
で
は
︑
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
・
ダ
ヤ
チ
が
﹁
外
藩
蒙
古
の
ニ
ル
を
編
成
し
に
︵tulergi

goloi
m

onggo
i

niru
banjibum

e

︶
﹂
派
遣
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る⑬
︒
ヒ
フ
ェ
・
ニ
カ
ン
も
ま
た
﹁
家
を
数
え
て
︑
五
十
家
を
一
ニ
ル
と
し
た
︒
ニ

ル
章
京
の
名
を
書
に
記
し
︑
甲
士⑭
︵uksin

︶
の
数
︑
諸
事
に
つ
い
て
相
談
し
た
﹂
と
言
っ
た
こ
と
か
ら⑮
︑
人
口
調
査
お
よ
び
ニ
ル
の
編
成
が
会

盟
の
重
要
な
議
題
な
の
は
明
白
で
あ
る
︒

﹃
満
文
老
檔
﹄
崇
徳
元
年
一
一
月
六
日
条
に
は
︑
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
・
ダ
ヤ
チ
と
ヒ
フ
ェ
・
ニ
カ
ン
の
提
出
し
た
会
盟
の
結
果
報
告
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
︒
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
﹁
ア
ル
﹂
の
会
盟
に
行
っ
て
き
た
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
・
ダ
ヤ
チ
は
︑
①
各
集
団
の
各
ノ
ヤ
ン
別
家
数
と
ニ
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【表�】「チャハル」「ハルハ」「アル」の甲数と家数

甲 数 家 数 家数／甲数

ダルハン（Darhan）郡王のグサの245甲 1,210家 4.9家／甲

バンディ =エフ（Bandi Efu）のグサの210甲 850家 4.0家／甲

ソノム（Sonom）の130甲 * 450家 3.5家／甲

マンジュシリ（Manjusiri）のグサの360甲 880家 2.4家／甲

アユシ（Ayusi）のグサの335甲 620家 1.9家／甲

サンガル（Sanggar）のグサの671甲 1,980家 3.0家／甲

チェゲン（Cegen）の109甲 ** 530家 4.9家／甲

ネイチ（Neici）のグサの438甲 1,430家 3.3家／甲

チョボホイ（Cobohoi）の20甲 ** 290家 14.5家／甲

トゥバイ =セレン（Tubai Sereng）の46甲 ** 410家 8.9家／甲

ダルハン =ジョリクトゥ（Darhan Joriktu）のグサの647甲 2,194家 3.4家／甲

モーミンガンの105甲 *** 480家 4.6家／甲

ムジャン（Mujang）のグサの560甲 3,000家 5.4家／甲

ドゥレン（Dureng）郡王のグサの300甲 800家 2.7家／甲

ハラ =ツェリグの100甲 500家 5.0家／甲

ダルハン =ダイチン（Darhan Daicing）のグサの530甲 1,830家 3.5家／甲

ウラトのグサの650甲 *** 1,895家 2.9家／甲

合 計 5,456甲 19,349家＃ 3.5家／甲

* アオハンのソノムの450家、130甲は別個の分枝を構成していたものの、グサとしてはバンディ =エフのグサに含

まれて把握された。

** チェゲン・チョボホイ・トゥバイ =セレンなどは独立グサをなすほど属民が多くなかった小ノヤンたちであり、

サンガルとネイチの属したジャルート出身ではないが、このころ、サンガルのグサとネイチのグサの近くで遊牧

していたとみられる。

*** モーミンガンとウラトは人名ではなく遊牧集団の名前である。このうち前者は、当時独立グサをなすことがで

きず、ダルハン =ジョリクトゥのグサ近くで遊牧していたとみられる。

＃ 『満文老檔』の原文には家数の合計が「19,580家」とあるが、これは「19,581家」の誤りである。この表の

「19,349家」は甲数の規定されていないヨンダン（Yondan）の82家、シャリ（Šari）の100家、グンゲ（Gungge）

の50家など合計232家を差し引いた数字である。

ル
の
数
お
よ
び
ニ
ル
章
京
の
名
︑

②
各
集
団
の
グ
サ
︵
＝
ホ
シ
ョ
ー
︶

別
家
数
お
よ
び
ニ
ル
数
の
総
計
︑

③
各
グ
サ
別
甲
数
と
そ
の
総
計
︑

④
会
盟
に
参
加
し
た
ノ
ヤ
ン
た
ち

の
名
前
の
順
に
︑
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂

に
行
っ
て
き
た
ヒ
フ
ェ
・
ニ
カ
ン

は
︑
⑴
各
グ
サ
別
甲
数
・
家
数
・

ニ
ル
数
︑
⑵
各
グ
サ
に
属
す
る
ノ

ヤ
ン
別
ニ
ル
章
京
の
名
︑
⑶
全
体

の
甲
数
・
家
数
・
ニ
ル
数
の
総
計

の
順
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
結
果
を
報

告
し
た⑯
︒
こ
こ
で
︑
本
稿
の
関
心

で
あ
る
各
グ
サ
別
甲
数
お
よ
び
家

数
を
抽
出
し
て
ま
と
め
た
の
が
︑

次
の
︻
表
�
︼
︻
表
�
︼
で
あ
る⑰
︒

こ
れ
ま
で
の
崇
徳
元
年
の
外
藩

蒙
古
会
盟
に
関
す
る
研
究
で
は
︑

主
と
し
て
ニ
ル
編
成
の
歴
史
的
・
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【表�】「ホルチン」の甲数と家数

* 『満文老檔』には「ガルトゥのグサ」と記されたが、『旧満洲檔』（国立故宮博物院編『旧満洲檔』%〜10、台

北：国立故宮博物院、1969年）10、宇字档、崇徳元年11月,日、5249頁にはムジャイのグサの次にガルトゥの甲

数と家数が挙げられただけで、独立したグサとは扱われていない。ガルトゥについては、岡洋樹『清代モンゴル

盟旗制度の研究』56〜57頁を参照。

＃ 『満文老檔』の原文には甲数と家数の合計がそれぞれ「6,539甲」「22,308家」とあるが、これは「6,639甲」

「22,380家」の誤りである。一方、『旧満洲檔』5252頁にも、理由は不明であるが、家数の「jakūnju（80）」が塗

抹され「jakūn（8）」に書き直されているが、これもまた計算の誤りである（達力扎布「清初内扎薩克旗的建立問

題」104頁）。

甲 数 家 数 家数／甲数

トシェート親王のグサの936甲 2,900家 3.1家／甲

ジャサクトゥ（Jasaktu）郡王のグサの743甲 2,050家 2.8家／甲

ラマスヒのグサの633甲 1,800家 2.8家／甲

ジャライトのダルハン =ホショーチ（Darhan Hošooci）のグサの645甲 2,750家 4.3家／甲

ドルベトのセレン（Sereng）のグサの974甲 3,200家 3.3家／甲

ジョリクトゥ（Joriktu）親王のグサの587甲 1,950家 3.3家／甲

ムジャイ（Mujai）のグサの240甲 600家 2.5家／甲

ガルトゥ（Galtu）（のグサ）の152甲 * 450家 3.0家／甲

ドンゴル（Donggor）のグサの706甲 2,930家 4.2家／甲

ゴルロスのブンバ（Bumba）のグサの518甲 1,700家 3.3家／甲

［ゴルロスの］グム（Gumu）のグサの505甲 2,050家 4.1家／甲

合 計 6,639甲＃ 22,380家＃ 3.4家／甲

社
会
的
意
味
に
関
心
が
集
中
す
る
一
方
︑
関
連
記
録
に
登
場

す
る
甲
数
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
数
字
な
の
か
に
つ
い

て
は
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た⑱
︒
本
稿
で
は
当
時
の

清
と
し
て
は
天
聡
三
年
の
規
定
に
代
わ
る
新
た
な
兵
力
動
員

の
基
準
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
着
目
し
︑

崇
徳
元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
に
関
す
る
記
録
に
見
ら
れ
る
甲

数
の
意
味
を
検
討
し
た
い
︒

︻
表
�
︼
と
︻
表
�
︼
か
ら
確
認
で
き
る
通
り
︑
外
藩
蒙

古
会
盟
の
結
果
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
報
告
さ
れ
た
甲
数
は
﹁
チ

ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
﹁
ア
ル
﹂
よ
り
五
四
五
六
甲
︑
﹁
ホ
ル

チ
ン
﹂
よ
り
六
六
三
九
甲
で
︑
合
せ
て
一
二
〇
九
五
甲
で
あ

っ
た
︒
前
者
が
平
均
三
・
五
家
／
甲
︑
後
者
が
平
均
三
・
四

家
／
甲
で
︑
お
お
む
ね
三
・
五
家
ご
と
に
一
甲
の
比
率
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
︒
も
し
﹁
モ
ン
ゴ
ル
は
丁
を
も
っ
て
戸
と

な
す
﹂
と
い
う
前
提
を
受
け
容
れ
る
と
す
れ
ば⑲
︑
当
時
の
八

旗
お
よ
び
順
治
年
間
の
外
藩
蒙
古
に
お
い
て
三
丁
の
う
ち
一

丁
を
甲
士
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
に
類
似
し
た
水
準
と
い
え

る⑳
︒
も
し
天
聡
九
年
に
編
成
し
た
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の

三
つ
の
グ
サ
の
甲
数
も
似
た
よ
う
な
比
率
で
計
算
さ
れ
れ
ば
︑
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少
な
け
れ
ば
約
一
七
〇
〇
甲
︑
多
け
れ
ば
約
三
〇
〇
〇
甲
に
達
し
た
で
あ
ろ
う㉑
︒
こ
う
し
て
︑
崇
徳
初
年
の
外
藩
蒙
古
の
全
甲
数
は
約
一
三
八

〇
〇
甲
か
ら
一
五
一
〇
〇
甲
に
達
す
る
と
い
う
計
算
が
導
き
出
さ
れ
る
︒
約
一
三
八
〇
〇
人
か
ら
一
五
一
〇
〇
人
に
至
る
兵
力
は
︑
ホ
ン
タ
イ

ジ
が
天
聡
三
年
の
規
定
を
無
視
し
て
兵
力
を
動
員
し
た
天
聡
五
年
の
大
凌
河
城
遠
征
の
史
料
上
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
の
兵
力
の
総
数
二
万
人
に

は
及
ば
な
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が㉒
︑
対
チ
ャ
ハ
ル
出
兵
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
天
聡
六
年
︵
一
六
三
二
︶
の
遠
征
で
の
左
翼
軍
約
一
万
人
よ
り
は
多
い
こ
と
に
な

る
︒
以
上
に
よ
り
︑
崇
徳
元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
の
甲
数
が
当
時
の
各
集
団
の
保
有
す
る
実
質
兵
力
の
総
数
で
あ
る
と
と
も
に
︑
彼
ら
が
有
事

の
時
に
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に
提
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で
き
る
兵
力
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大
数
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意
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す
る
と
い
う
一
つ
の
解
釈
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
よ
う
︒

し
か
し
︑
こ
こ
で
看
過
し
て
は
い
け
な
い
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は
︑
モ
ン
ゴ
ル
の
各
グ
サ
の
甲
数
対
家
数
の
比
率
が
大
き
な
偏
差
を
見
せ
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
︒
た
と
え
ば
︑
ホ
ル
チ
ン
の
ラ
マ
ス
ヒ
は
六
三
三
甲
︑
ジ
ャ
ラ
イ
ト
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ダ
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ハ
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=
ホ
シ
ョ
ー
チ
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六
四
五
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ゥ
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=
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ョ
リ
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で
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甲
数
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略
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い
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ぞ
れ
一
八
〇
〇
家
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二
七
五
〇
家
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二
一
九
四
家

と
大
き
な
偏
差
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見
せ
る
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蒙
古
の
全
体
と
し
て
は
平
均
約
三
・
五
家
／
甲
の
比
率
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
に
は
甲
数
が
家
数
の
約
五
四
％

に
も
な
る
ケ
ー
ス
︵
ア
ユ
シ
の
グ
サ
の
三
三
五
甲
／
六
二
〇
家
︶
と
約
七
％
に
過
ぎ
な
い
ケ
ー
ス
︵
チ
ョ
ボ
ホ
イ
の
二
〇
甲
／
二
九
〇
家
︶
が
共
存
し

て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
偏
差
を
考
慮
す
れ
ば
︑
会
盟
の
甲
数
を
そ
の
ま
ま
外
藩
蒙
古
の
各
集
団
の
保
有
す
る
実
質
兵
力
の
総
数
と
見

做
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
有
事
の
時
に
は
す
べ
て
の
男
丁
の
出
征
も
全
く
不
可
能
と
は
い
え
な
い
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
社
会
に
お
い
て
︑
各
集

団
の
甲
数
対
家
数
の
比
率
が
こ
こ
ま
で
大
き
な
偏
差
を
示
す
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
︑
崇
徳
元
年
の
外
藩
蒙
古
会
盟
の
甲
数
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
︑
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
必
要
性
が
提
起
さ
れ
る
︒
会
盟
の
甲
数
の
意
味
が
何
で
あ
れ
︑
と
に
か
く
清
が
主
導
す
る
軍
事
作
戦
へ
の
参
加
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
甲
数
の
意
味
を
理
解
す
る
端
緒
は
︑
会
盟
以
後
の
軍
事
作
戦
に
参
加
し
た
外
藩
蒙
古
の
兵
力
の
規
模
か
ら
見
出
す
こ
と

が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
側
面
か
ら
︑
崇
徳
元
年
一
二
月
に
始
ま
っ
た
清
の
大
規
模
朝
鮮
侵
攻
︑
す
な
わ
ち
丙
子
胡
乱
に
注
目
す
る
必
要

が
あ
る
︒
会
盟
か
ら
二
カ
月
も
経
ず
し
て
起
き
た
丙
子
胡
乱
に
は
外
藩
蒙
古
も
大
挙
参
戦
し
た
か
ら
で
あ
る㉓
︒
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【表�】ワルカ遠征に参加した外藩蒙古の兵力

グ サ ワルカ遠征での兵力 会盟の甲数

トシェート親王のグサ 200人 936甲

ジャサクトゥ親王のグサ 200人 743甲

ラマスヒのグサ 200人 633甲

ジャライトのダルハン =ホショーチのグサ 200人 645甲

ドルベトのセレンのグサ 200人 974甲

ジョリクトゥ親王のグサ 200人 587甲

ムジャイのグサ 200人 240甲

ドンゴルのグサ 200人 706甲

ゴルロスのブンバのグサ 200人 518甲

［ゴルロスの］グムのグサ 200人 515甲

ナイマンのダルハン郡王のグサ 300人 * 245甲 *

アオハンのバンディ =エフとソノム［のグサ］ 300人 340甲＃

ジャルートのサンガルのグサ 300人 671甲

［ジャルートの］ネイチのグサ 300人 438甲

アルのムジャンのグサ 200人 560甲

ウラトのトゥバ（杜巴、Tuba）のグサ 200人 650甲

合 計 3,600人 9,401甲

* ナイマンのダルハン郡王のグサはワルカ遠征の兵力が会盟の甲数より多かった。

＃ 前掲の【表�】では、バンディ =エフとソノムを区別したが、ここでは両者の甲数を合わせた（210＋130

＝340）。これは『清太宗実録』巻35、崇徳&年-月丁酉条の記事に二人の兵力が一つの部隊として取り扱わ

れていることによる。

外
藩
蒙
古
の
丙
子
胡
乱
参
戦
に
関
し
て
︑
兵
力
の

数
を
具
体
的
に
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示
し
て
い
る
唯
一
の
史
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︑
い

わ
ゆ
る
﹁
ワ
ル
カ
︵W

ark
a

︶
遠
征
﹂
に
つ
い
て
の

崇
徳
二
年
︵
一
六
三
七
︶
五
月
の
報
告
で
あ
る
︒
ワ

ル
カ
と
は
︑
豆
満
江
流
域
に
居
住
す
る
女
真
人
の
こ

と
を
指
す
︒
崇
徳
二
年
正
月
二
三
日
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ

は
蒙
古
衙
門
承
政
の
ニ
カ
ン
に
︑
外
藩
蒙
古
の
兵
力

を
率
い
て
漢
城
近
辺
の
清
軍
陣
営
を
出
発
し
︑
豆
満

江
流
域
の
ワ
ル
カ
地
方
を
経
て
本
国
に
帰
る
﹁
ワ
ル

カ
遠
征
﹂
に
乗
り
出
す
よ
う
命
令
し
た㉔
︒
ニ
カ
ン
は

五
月
三
〇
日
に
瀋
陽
に
帰
還
し
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
ワ

ル
カ
遠
征
に
参
加
し
た
各
グ
サ
の
兵
力
の
数
と
戦
果

を
報
告
し
た㉕
︒
こ
の
報
告
を
根
拠
に
遠
征
軍
の
構
成

の
内
訳
を
ま
と
め
た
の
が
︻
表
�
︼
で
あ
る
︒

先
行
研
究
で
は
︑
ワ
ル
カ
遠
征
に
参
加
し
た
三
六

〇
〇
人
を
そ
の
ま
ま
丙
子
胡
乱
に
参
戦
し
た
外
藩
蒙

古
の
兵
力
の
総
数
と
理
解
し
た㉖
︒
こ
う
し
た
理
解
に

よ
れ
ば
︑
清
は
外
藩
蒙
古
会
盟
で
定
め
た
甲
数
︵
一

二
〇
九
五
甲
︶
の
約
三
〇
％
だ
け
を
丙
子
胡
乱
で
動
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員
し
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
理
解
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
は
困
難
に
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
︑
ナ
イ
マ
ン
の
ダ
ル
ハ
ン
郡
王
の

グ
サ
は
︑
会
盟
に
お
け
る
甲
数
︵
二
四
五
甲
︶
よ
り
ワ
ル
カ
遠
征
の
参
加
兵
力
︵
三
〇
〇
人
︶
の
方
が
も
っ
と
多
か
っ
た
︒
こ
の
例
は
︑
第
一
に
︑

会
盟
の
甲
数
が
各
集
団
の
保
有
兵
力
の
総
数
ま
た
は
清
に
提
供
で
き
る
兵
力
の
最
大
数
で
は
な
い
こ
と
を
︑
第
二
に
︑
清
が
外
藩
蒙
古
会
盟
で

定
め
た
甲
数
の
一
部
の
み
を
丙
子
胡
乱
で
動
員
し
た
わ
け
で
も
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る㉗
︒

次
に
︑
内
国
史
院
満
文
檔
案
に
は
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
﹁
外
藩
の
ホ
ル
チ
ン
の
蒙
古
︑
ジ
ャ
ル
ー
ト
︑
ア
オ
ハ
ン
︑
ナ
イ
マ
ン
の
蒙
古
を
ワ
ル

カ
の
︵
住
ん
で
い
る
︶
咸
鏡
道
に
出
兵
せ
よ
と
て
遣
わ
し
た
﹂
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る㉘
︒
も
し
当
時
朝
鮮
に
出
征
し
た
外
藩
蒙
古
全
体
に
出

兵
を
命
じ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
記
録
に
敢
え
て
ホ
ル
チ
ン
・
ジ
ャ
ル
ー
ト
・
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
な
ど
を
一
々
言
及
す
る
必
要
が
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
は
︻
表
�
︼
の
集
団
お
よ
び
兵
力
の
他
に
丙
子
胡
乱
に
参
戦
し
た
外
藩
蒙
古
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
︒

こ
こ
で
︻
表
�
︼
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
︑
︻
表
�

︼
の
ナ
イ
マ
ン
以
下
に
は
会
盟
当
時
︑
独
立
グ
サ
と
し
て
記
載
さ
れ
た
集
団
の
中
で

バ
ー
リ
ン
の
マ
ン
ジ
ュ
シ
リ
と
ア
ユ
シ
︑
ド
ゥ
ル
ベ
ン

=
フ
ー
ヘ
ド
の
ダ
ル
ハ
ン

=
ジ
ョ
リ
ク
ト
ゥ
︑
オ
ン
ニ
ュ
ー
ト
の
ド
ゥ
レ
ン
郡
王
と
ダ

ル
ハ
ン

=
ダ
イ
チ
ン
ら
五
つ
の
グ
サ
が
漏
れ
落
ち
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
清
が
彼
ら
に
対
し
て
の
み
丙
子
胡
乱
へ
の
参
戦
の
負
担
を
免
除

し
た
可
能
性
は
想
定
し
難
い
︒
し
か
も
︑
こ
の
う
ち
ダ
ル
ハ
ン

=
ジ
ョ
リ
ク
ト
ゥ
は
丙
子
胡
乱
に
参
戦
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る㉙
︒

そ
れ
の
み
な
ら
ず
︑
丙
子
胡
乱
関
連
史
料
を
綿
密
に
調
べ
る
と
︑
ワ
ル
カ
遠
征
に
参
加
し
て
い
な
い
外
藩
蒙
古
の
存
在
が
現
れ
る
︒
ま
ず
は
︑

朝
鮮
側
の
記
録
よ
り
︑
ワ
ル
カ
遠
征
軍
が
去
っ
た
後
の
崇
徳
二
年
二
月
一
日
︑
漢
城
に
﹁
蒙
古
﹂
が
残
っ
て
み
だ
り
に
略
奪
を
事
と
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
る㉚
︒
ま
た
︑
二
月
一
五
日
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
蒙
古
衙
門
承
政
の
ダ
ヤ
チ
に
︑
ド
ル
ゴ
ン
と
と
も
に
朝
鮮
か
ら
撤
退
中
で
あ
っ

た
外
藩
蒙
古
の
王
公
た
ち
に
撤
退
時
の
注
意
事
項
を
載
せ
た
勅
諭
を
伝
え
よ
と
の
命
令
を
下
し
て
い
る㉛
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
ワ
ル
カ
遠
征
を

引
率
し
た
ニ
カ
ン
は
崇
徳
元
年
一
〇
月
の
会
盟
当
時
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
に
︑
ダ
ヤ
チ
は
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
﹁
ア
ル
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
さ

れ
て
い
た
︒
二
人
の
蒙
古
衙
門
承
政
の
う
ち
︑
一
人
は
ワ
ル
カ
遠
征
に
参
加
し
た
外
藩
蒙
古
を
︑
も
う
一
人
は
ワ
ル
カ
遠
征
に
参
加
し
て
い
な

い
外
藩
蒙
古
を
︑
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

崇徳元年（一六三六）の外藩蒙古会盟と丙子胡乱（丘・李）
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こ
の
よ
う
に
丙
子
胡
乱
に
参
戦
し
た
外
藩
蒙
古
の
す
べ
て
の
兵
力
が
ワ
ル
カ
遠
征
に
参
加
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
ワ
ル
カ

遠
征
軍
三
六
〇
〇
人
を
丙
子
胡
乱
に
参
戦
し
た
外
藩
蒙
古
の
兵
力
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
丙
子
胡
乱
に
参
戦
し
た
外

藩
蒙
古
の
全
兵
力
は
何
人
程
度
で
あ
っ
た
の
か
︒
こ
の
質
問
に
答
え
る
た
め
に
は
︑
崇
徳
元
年
一
〇
月
の
外
藩
蒙
古
会
盟
前
後
の
状
況
を
顧
み

る
必
要
が
あ
る
︒

ま
ず
︑
一
〇
月
一
六
日
に
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
会
盟
地
へ
向
か
う
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
と
ヒ
フ
ェ
に
下
し
た
命
令
の
前
半
部
を
見
よ
う
︒

会
盟
に
集
め
た
外
藩
の
衆
和
碩
親
王
︑
多
羅
郡
王
︑
多
羅
貝
勒
︑
す
べ
て
の
貝
子
に
︑
﹁
今
︑
結
氷
す
る
や
直
ち
に
出
兵
す
る
︵te

juhe
jafam

e
uthai

coohalam
bi

︶
︒
こ
の
間
に
い
ず
れ
の
者
も
聖
な
る
ハ
ン
︵E

nduringge
H

an

︶
に
叩
頭
し
に
行
っ
た
り
︑
叩
頭
し
に
遣
わ
し
た
り
︑
或
は
身
内
を
尋
ね
に

来
た
り
す
る
の
を
皆
や
め
よ
﹂
と
言
っ
て
や
め
さ
せ
よ㉜
︒

ホ
ン
タ
イ
ジ
は
︑
外
藩
の
王
公
た
ち
に
﹁
結
氷
す
る
や
直
ち
に
出
兵
す
る
﹂
予
定
を
知
ら
せ
︑
出
兵
ま
で
は
彼
ら
が
入
朝
や
探
親
な
ど
を
理

由
に
盛
京
に
来
な
い
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
崇
徳
元
年
一
〇
月
の
会
盟
が
冬
季
出
兵
を
目
前
に
開
催
さ
れ
た
事
実
を
語
っ
て
く
れ

る
︒そ

れ
で
は
︑
こ
の
時
点
で
の
冬
季
出
兵
の
目
的
地
は
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
︒
周
知
の
通
り
︑
チ
ャ
ハ
ル
は
す
で
に
瓦
解
し
た
状
態
で
あ
っ
た
︒

ま
た
︑
崇
徳
元
年
一
〇
月
は
ア
ジ
ゲ
ら
が
対
明
遠
征
を
終
え
て
復
帰
し
た
直
後
で
あ
っ
た
た
め㉝
︑
真
冬
に
明
を
再
び
侵
攻
す
る
可
能
性
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
冬
季
出
兵
の
対
象
と
し
て
は
朝
鮮
だ
け
が
残
る
︒
実
は
こ
の
頃
︑
清
と
朝
鮮
と
の
間
に
は
緊
張
が
最
高
潮
に
達
し

て
い
た
︒
そ
の
理
由
は
︑
周
知
の
よ
う
に
︑
朝
鮮
が
天
聡
一
〇
年
︵
＝
崇
徳
元
年
︶
四
月
に
あ
っ
た
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
﹁
称
帝
﹂
を
認
め
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
︒

案
の
定
︑
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
と
ヒ
フ
ェ
ら
が
帰
還
し
︑
会
盟
の
結
果
を
報
告
し
て
か
ら
た
っ
た
五
日
後
の
一
一
月
一
一
日
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
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﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ア
バ
ガ㉞
︵A

baga

︶
﹂
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
動
員
令
を
下
し
た
︒

出
兵
せ
よ
と
割
り
当
て
た
︵
to
m
ila
h
a
︶
諸
王
よ
︑
汝
等
は
各
々
グ
サ
の
割
り
当
て
た
︵
to
m
ila
h
a
︶
兵
士
の
乗
る
馬
︑
駱
駝
に
烙
印
を
押
し
︑
牌
を
繫

げ
︒
甲
冑
︑
い
ろ
い
ろ
の
道
具
に
記
号
つ
け
よ
︒
二
〇
日
分
の
兵
糧
を
携
行
せ
よ
︒
出
兵
の
期
日
で
あ
る
今
月
三
〇
日
に
大
城
︵am

ba
hecen

：
瀋
陽
城
︶

の
外
に
集
ま
れ
︒
ホ
ル
チ
ン
は
ジ
ョ
ソ
イ
︵josoi

︶
を
経
て
口
子
︵keo

dz
angga

︶
を
入
れ
︒
ハ
ル
ハ
︑
チ
ャ
ハ
ル
︑
ア
バ
ガ
は
十
方
寺
︵sifangse

︶

の
門
を
入
れ㉟
︒
︵
太
字
は
引
用
者
︶

彼
ら
は
︑
動
員
令
で
指
定
し
た
一
一
月
三
〇
日
よ
り
一
日
遅
れ
た
と
は
い
え
︑
一
二
月
一
日
に
そ
れ
ぞ
れ
の
兵
力
を
率
い
て
盛
京
に
集
結
し

た
︒
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
彼
ら
と
合
流
し
︑
次
の
日
に
朝
鮮
へ
の
遠
征
を
開
始
し
た㊱
︒

一
〇
月
一
六
日
の
命
令
で
ホ
ン
タ
イ
ジ
の
言
及
し
た
冬
季
出
兵
が
︑
丙
子
胡
乱
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
に
な
っ
た
と
い
え
る
が
︑
こ
の
動
員

令
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
動
員
令
の
発
令
時
点
に
お
い
て
︑
す
で
に
参
戦
す
る
ベ
イ
レ
と
兵
力
を
﹁
割
り
当
て
た
︵tom

ilaha

︶
﹂
状
態
で
あ
っ

た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
天
聡
三
年
の
規
定
で
は
︑
対
チ
ャ
ハ
ル
出
兵
と
対
明
出
兵
と
い
う
二
つ
の
軍
事
活
動
だ
け
が
想
定
さ

れ
て
い
た
︒
朝
鮮
に
対
す
る
出
兵
は
全
く
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
︑
兵
力
動
員
の
基
準
も
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た㊲
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
一
一
月
一
一
日
の
時
点
で
す
で
に
兵
力
を
﹁
割
り
当
て
た
﹂
状
態
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
に
先
立
つ
あ
る
時
点
に
お
い
て
︑
外
藩
蒙
古
会
盟
で

定
め
た
甲
数
を
根
拠
と
し
て
︑
各
集
団
に
出
征
兵
力
を
割
り
当
て
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
︒
だ
が
︑
会
盟
の
結
果
は
五
日
前
の
一
一
月
六
日

に
報
告
さ
れ
た
︒
わ
ず
か
五
日
間
で
盛
京
と
外
藩
蒙
古
の
各
集
団
の
遊
牧
地
を
往
来
し
て
出
征
兵
力
の
割
り
当
て
を
行
っ
た
可
能
性
は
か
な
り

薄
い
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
会
盟
当
時
に
兵
力
の
割
り
当
て
が
な
さ
れ
た
と
み
る
し
か
な
い
が
︑
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
と
ヒ
フ
ェ
ら
の
会
盟
結
果
報
告
で

は
︑
兵
力
に
関
す
る
数
字
は
総
計
一
二
〇
九
五
人
に
達
す
る
甲
数
の
み
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
会
盟
結
果
報
告
に
登
場
す
る
一
二
〇
九
五
人
の

甲
数
が
会
盟
開
催
当
時
に
予
定
さ
れ
て
い
た
丙
子
胡
乱
へ
の
参
戦
兵
力
を
指
す
と
い
う
新
た
な
理
解
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
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こ
こ
で
︑
崇
徳
元
年
の
会
盟
に
参
加
し
た
外
藩
蒙
古
と
丙
子
胡
乱
に
参
戦
し
た
外
藩
蒙
古
の
範
囲
が
一
致
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒
前
述
の

よ
う
に
︑
一
〇
月
一
六
日
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
ら
を
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
へ
︑
ヒ
フ
ェ
ら
を
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
へ
派
遣
し
て

会
盟
を
開
か
せ
た
し
︑
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
ら
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
﹁
ア
ル
﹂
︵
＝
﹁
ア
バ
ガ
﹂
︶
も
会
盟
に
参
加
し
た
︒
一
一
月
一
一
日
の
動
員
令
の

対
象
も
ま
た
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ア
バ
ガ
﹂
︵
＝
﹁
ア
ル
﹂
︶
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
対
象
の
一
致
は
単
な
る
偶
然
の
所
産
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
は
動
員
令
か
ら
除
外

さ
れ
︑
よ
っ
て
丙
子
胡
乱
に
も
参
戦
し
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
彼
ら
が
崇
徳
元
年
六
～
九
月
に
あ
っ
た
ア
ジ
ゲ
の
華
北
遠
征
に
参
加
し
た
と
い

う
点
を
考
慮
し
た
措
置
と
み
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
は
遠
征
直
後
に
開
催
さ
れ
た
崇
徳
元
年
一
〇
月
の
会
盟
の
対
象
に

も
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
天
聡
九
年
︵
一
六
三
五
︶
二
月
の
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の
編
審
関
連
記
録
に
ニ
ル
や
甲
数
に
つ
い
て
の
言
及
は

見
当
た
ら
な
い㊳
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
彼
ら
を
崇
徳
元
年
一
〇
月
の
会
盟
の
対
象
に
含
め
な
か
っ
た
の
は
︑
清
が
彼
ら
を
丙
子
胡
乱
に
参

戦
さ
せ
る
意
図
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
れ
は
︑
崇
徳
元
年
一
〇
月
の
会
盟
が
最
初
か
ら
目
前
に
迫
っ
て
い
た
朝

鮮
侵
攻
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
会
盟
結
果
報
告
に
登
場
す
る
一
二
〇
九
五
人
の
甲
数
が
丙
子
胡
乱
に
参
戦
さ
せ
る
よ
う
に

﹁
割
り
当
て
た
﹂
兵
力
で
あ
っ
た
可
能
性
を
高
め
る
︒

し
か
も
会
盟
関
連
記
録
に
見
え
る
甲
数
が
丙
子
胡
乱
の
た
め
に
﹁
割
り
当
て
た
﹂
兵
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
証
拠
が
存
在
す
る
︒

﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
で
の
会
盟
の
結
果
に
関
す
る
﹃
満
文
老
檔
﹄
の
記
事
を
見
よ
う
︒

こ
の
会
盟
で
家
を
数
え
て
︑
五
〇
家
を
一
ニ
ル
と
し
た
︒
ニ
ル
章
京
の
名
を
書
に
記
し
︑
甲
士
の
数
︵
u
k
s
in
i
to
n
︶
︑
諸
事
に
つ
い
て
相
談
し
た
︒
ト
シ

ェ
ー
ト
親
王
の
グ
サ
の
九
三
六
甲
︑
二
九
〇
〇
家
︑
五
八
ニ
ル
︒
ニ
ル
章
京
の
名
は
⁝
⁝㊴
︵
太
字
は
引
用
者
︶

﹃
満
文
老
檔
﹄
は
ニ
ル
の
編
成
や
﹁
甲
士
の
数
︵uksin

i
ton

︶
﹂
な
ど
が
会
盟
の
中
心
と
な
る
議
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
︑
各
グ
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サ
の
甲
数
・
家
数
・
ニ
ル
の
数
・
ニ
ル
章
京
の
名
を
次
第
に
並
べ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
﹃
旧
満
洲
檔
﹄
の
当
該
部
分
を
詳
し
く
見
て
み
る
と
︑

﹁uksin
i

ton

﹂
の
前
に
も
と
も
と
﹁gajire

﹂
と
あ
っ
た
の
が
塗
抹
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る㊵
︒
﹁gajire

﹂
は
﹁
拏
来
﹂
す
な
わ
ち
﹁
持
っ
て
来

る
﹂
ま
た
は
﹁
取
っ
て
来
る
﹂
と
い
う
意
味
を
持
つ
︒
会
盟
当
時
︑
冬
季
出
兵
が
予
定
さ
れ
て
い
た
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
︑
﹃
旧
満
洲
檔
﹄
の

﹁gajire
uksin

i
ton

﹂
と
は
す
な
わ
ち
冬
季
出
兵
の
た
め
に
各
グ
サ
か
ら
﹁
持
っ
て
来
る
甲
士
の
数
﹂
﹁
取
っ
て
来
る
甲
士
の
数
﹂
を
意
味
す

る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
上
の
引
用
文
の
﹁
九
三
六
甲
﹂
は
ト
シ
ェ
ー
ト
親
王
の
グ
サ
か
ら
﹁
持
っ
て
来
る
甲
士
の
数
﹂

﹁
取
っ
て
来
る
甲
士
の
数
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ
る㊶
︒

①

﹃
内
国
史
院
檔
：
天
聡
八
年
﹄
天
聡
八
年
一
一
月
一
〇
日
︑
三
四
九
～
三
五
六

頁
︑
﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
二
一
︑
天
聡
八
年
一
一
月
壬
戌
条
︒

②

張
晋
藩
・
郭
成
康
﹃
清
入
関
前
国
家
法
律
制
度
史
﹄
︵
瀋
陽
：
遼
寧
人
民
出
版

社
︑
一
九
八
八
年
︶
三
五
七
～
三
六
〇
頁
︑
達
力
扎
布
﹁
清
初
内
扎
薩
克
旗
的
建

立
問
題
﹂
二
一
～
二
二
頁
︑
李
善
愛
﹃
清
初
期
外
藩
︵tulergi

golo

︶
の
形
成
過

程
と
理
藩
院
﹄
六
三
～
六
四
頁
︑

О
к

а
Х

и
р

о
к

и
︵
岡
洋
樹
︶
︑op.

cit.,
pp.

19
-
2
1
︑
梅
山
直
也
﹁
清
初
に
お
け
る
八
旗
蒙
古
の
ニ
ル
構
成
と
組
織
と
し
て
の

実
態
：
遊
牧
ニ
ル
の
検
討
を
通
じ
て
﹂
︵
﹃
社
会
文
化
史
学
﹄
五
九
︑
二
〇
一
六

年
︶
一
九
～
二
七
頁
︒

③

た
と
え
ば
︑
天
聡
八
年
の
シ
ョ
ン
コ
ル
会
盟
で
二
〇
〇
〇
家
と
把
握
さ
れ
た
オ

ン
ニ
ュ
ー
ト
の
ス
ン

=
ド
ゥ
レ
ン
︵S

un
D

ureng

︶
の
属
民
は
崇
徳
元
年
に
は
八

〇
〇
家
で
あ
り
︑
そ
の
別
部
で
あ
る
ハ
ラ

=
ツ
ェ
リ
グ
を
合
わ
せ
て
も
全
部
で
一

三
〇
〇
家
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
ド
ゥ
ン

=
ダ
イ
チ
ン
︵D

ung
D

aicing

︶
の
属
民

も
︑
天
聡
八
年
に
は
二
〇
〇
〇
家
で
あ
っ
た
が
︑
崇
徳
元
年
に
は
一
八
三
〇
家
と

把
握
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
シ
ョ
ン
コ
ル
会
盟
の
家
数
が
あ
く
ま
で
も
概
数
に
過
ぎ

な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
達
力
扎
布
﹁
清
初
内
扎
薩
克
旗
的
建
立
問
題
﹂
二
二
頁

を
参
照
︒

④

﹃
旧
満
洲
檔
﹄
で
は
︑
こ
れ
ら
の
組
織
を
満
洲
語
で
﹁
グ
サ
﹂
と
記
し
て
い
る

が
︑
崇
徳
二
年
の
モ
ン
ゴ
ル
語
文
書
の
﹁
グ
サ
﹂
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
ホ
シ
ョ
ー
を

指
す
︵
達
力
扎
布
﹁
清
初
﹁
外
藩
蒙
古
十
三
旗
﹂
雜
考
﹂
﹃
黒
竜
江
民
族
叢
刊
﹄

二
〇
〇
三

一
︑
一
〇
四
頁
︶
︒
こ
れ
は
︑
天
聡
三
年
の
規
定
も
同
様
で
あ
っ
た

︵
楠
木
賢
道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
四
七
～
一
四
八
頁
︶
︒

⑤

﹃
旧
満
洲
檔
：
天
聡
九
年
﹄
%
︑
天
聡
九
年
二
月
六
日
︑
五
六
～
六
一
頁
︒

⑥

岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の
研
究
﹄
四
三
～
四
五
頁
︑
張
晋
藩
・
郭

成
康
﹃
清
入
関
前
国
家
法
律
制
度
史
﹄
三
六
〇
～
三
六
一
頁
︑
達
力
扎
布
﹁
清
初

内
扎
薩
克
旗
的
建
立
問
題
﹂
二
四
頁
︑
李
善
愛
﹃
清
初
期
外
藩
︵tulergi

golo

︶

の
形
成
過
程
と
理
藩
院
﹄
六
四
～
六
六
頁
︒

⑦

こ
こ
で
い
う
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
は
チ
ャ
ハ
ル
本
部
で
は
な
く
︑
も
と
も
と
チ
ャ
ハ

ル
の
別
部
で
あ
っ
た
ア
オ
ハ
ン
・
ナ
イ
マ
ン
を
指
す
︒
以
下
︑
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
は

同
じ
意
味
を
持
つ
︒

⑧

こ
こ
で
い
う
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
は
ジ
ャ
ル
ー
ト
・
バ
ー
リ
ン
を
指
す
︒
以
下
︑
﹁
ハ

ル
ハ
﹂
は
同
様
︒

⑨

こ
こ
で
い
う
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
は
ホ
ル
チ
ン
の
支
派
で
あ
る
ジ
ャ
ラ
イ
ト
・
ド
ル

ベ
ト
・
ゴ
ル
ロ
ス
な
ど
を
も
含
む
︒
以
下
︑
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
は
す
べ
て
同
じ
︒
こ

れ
ら
と
ホ
ル
チ
ン
と
の
系
譜
関
係
に
つ
い
て
は
︑
岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗

制
度
の
研
究
﹄
五
五
頁
を
参
照
︒
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⑩

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
一
︑
崇
徳
元
年
一
〇
月
一
六
日
︑
一
三
三

五
～
一
三
三
六
頁
︒
原
文
に
は
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
・
ダ
ヤ
チ
の
行
き
先
が
﹁
チ
ャ
ハ

ル
と
ハ
ル
ハ
﹂
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
後
述
す
る
ニ
ル
の
編
成
結
果
か
ら
み

て
︑
﹁
ア
ル
﹂
に
属
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
集
団
も
会
盟
の
参
加
者
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒

⑪

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
一
︑
崇
徳
元
年
一
〇
月
一
六
日
︑
一
三
三

五
～
一
三
三
六
頁
︒

⑫

岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の
研
究
﹄
四
六
頁
︒

⑬

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
四
︑
崇
徳
元
年
一
一
月
六
日
︑
一
三
八
九

頁
︒

⑭

満
洲
語
の
﹁uksin

﹂
に
は
﹁
甲
﹂
ま
た
は
﹁
甲
を
着
た
正
規
兵
﹂
と
い
う
意

味
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
甲
士
︑
す
な
わ
ち
後
者
の
意
味
に
な
る
︒
楠
木
賢
道
﹃
清

初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
四
九
頁
を
参
照
︒

⑮

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
五
︑
崇
徳
元
年
一
一
月
六
日
︑
一
四
〇
五

頁
︒

⑯

岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の
研
究
﹄
四
六
頁
を
参
照
︒
但
し
︑
岡
洋

樹
は
甲
数
︵uksin

i
ton

︶
を
﹁
丁
数
﹂
と
み
て
︑
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
会
盟
の
結
果
報

告
が
﹁
各
旗
に
つ
い
て
︑
王
族
名
ご
と
に
そ
の
属
下
戸
数
・
ニ
ル
数
・
ニ
ル
章
京

の
名
・
旗
ご
と
の
丁
数
﹂
の
順
で
あ
る
と
述
べ
た
が
︑
こ
れ
は
﹃
満
文
老
檔
﹄
に

お
け
る
実
際
の
記
載
順
と
異
な
る
︒

⑰

︻
表
�
︼
︻
表
�
︼
は
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
四
・
三
五
︑
崇
徳
元

年
一
一
月
六
日
︑
一
三
八
九
～
一
四
一
二
頁
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
岡
洋
樹
﹃
清
代

モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制
度
の
研
究
﹄
四
六
～
五
九
頁
の
記
述
お
よ
び
六
七
～
七
四
頁
の

付
表
を
活
用
し
て
作
成
し
た
︒
各
グ
サ
に
属
す
る
ノ
ヤ
ン
別
家
数
と
ニ
ル
の
数
は
︑

岡
洋
樹
の
作
成
し
た
付
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
︻
表
�
︼
︻
表
�
︼
は

﹃
満
文
老
檔
﹄
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑
固
有
名
詞
の
ロ
ー
マ

字
表
記
は
﹃
満
文
老
檔
﹄
の
原
文
に
従
う
︒

⑱

崇
徳
元
年
の
ニ
ル
編
成
に
つ
い
て
詳
述
し
た
岡
洋
樹
﹃
清
代
モ
ン
ゴ
ル
盟
旗
制

度
の
研
究
﹄
四
六
～
五
九
頁
で
も
︑
甲
数
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
お

ら
ず
︑
達
力
扎
布
﹁
清
初
内
扎
薩
克
旗
的
建
立
問
題
﹂
二
五
～
二
六
頁
も
ま
た
各

集
団
の
家
数
と
ニ
ル
の
数
の
み
を
並
べ
て
い
る
︒
但
し
︑
張
晋
藩
・
郭
成
康
﹃
清

入
関
前
国
家
法
律
制
度
史
﹄
三
六
三
～
三
六
七
頁
で
は
︑
清
が
会
盟
を
通
じ
て

﹁
編
設
牛
彔
︑
審
定
披
甲
﹂
し
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
︑
各
集
団
の
家
数
・
ニ

ル
の
数
と
と
も
に
甲
数
を
提
示
し
た
︒
ま
た
︑
甲
数
の
意
味
に
つ
い
て
︑
以
前
は

モ
ン
ゴ
ル
の
各
集
団
に
対
し
て
た
だ
一
〇
〇
人
ま
た
は
五
〇
人
ず
つ
動
員
せ
よ
と

規
定
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
︑
兵
役
の
負
担
の
偏
重
を
免
れ
な
か
っ
た
が
︑

崇
徳
元
年
の
人
口
調
査
を
通
じ
て
︑
外
藩
蒙
古
が
そ
の
甲
士
の
数
に
よ
っ
て
出
征

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
家
数
対

比
甲
数
か
ら
見
ら
れ
る
各
集
団
の
偏
差
は
少
な
く
な
い
の
で
︑
こ
う
し
た
評
価
は

再
考
を
要
す
る
︒

⑲

于
元
庵
﹃
内
蒙
古
歴
史
概
要
﹄
︵
上
海
：
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
五
八
年
︶

一
〇
四
頁
︵
張
晋
藩
・
郭
成
康
﹃
清
入
関
前
国
家
法
律
制
度
史
﹄
三
六
六
頁
よ
り

再
引
用
︶
︒
但
し
︑
後
述
の
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の
例
か
ら
み
て
︑
当
時
の
モ

ン
ゴ
ル
の
丁
と
戸
を
同
一
視
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒

⑳

﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
一
七
︑
天
聡
八
年
正
月
癸
卯
条
﹁
満
洲
出
兵
︑
三
丁
抽

一
︒
﹂
︑
﹃
清
世
祖
実
録
﹄
巻
一
〇
九
︑
順
治
一
四
年
四
月
辛
巳
条
﹁
又
蒙
古
台
吉
︑

俱
分
別
等
級
︑
優
免
人
丁
︒
其
余
人
丁
︑
三
丁
之
内
︑
派
甲
一
副
︒
﹂

㉑

天
聡
九
年
に
編
成
し
た
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の
三
つ
の
グ
サ
の
丁
数
は
九
一

二
二
丁
で
あ
っ
た
が
︑
崇
徳
二
年
の
モ
ン
ゴ
ル
語
資
料
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
家

数
は
五
三
六
二
家
で
あ
っ
た
︒
達
力
扎
布
﹁
清
初
﹁
外
藩
蒙
古
十
三
旗
﹂
雑
考
﹂

一
〇
三
～
一
〇
五
頁
を
参
照
︒
三
：
一
の
比
率
を
適
用
し
て
甲
数
を
計
算
し
て
み

る
と
︑
天
聡
九
年
の
丁
数
基
準
で
は
約
三
〇
〇
〇
甲
︑
崇
徳
二
年
の
家
数
基
準
で

は
約
一
七
〇
〇
甲
に
な
る
︒
一
方
︑
こ
れ
ら
三
つ
の
グ
サ
の
丁
数
と
家
数
は
︑
当

時
の
モ
ン
ゴ
ル
の
人
口
を
把
握
す
る
際
︑
丁
と
家
︵
戸
︶
を
同
一
視
し
な
か
っ
た
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可
能
性
を
示
す
︒

㉒

こ
れ
も
実
際
は
も
っ
と
少
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
第
一
章
注
㉖
を
参
照
︒

㉓

丙
子
胡
乱
当
時
の
外
藩
蒙
古
を
含
む
清
軍
の
全
体
構
成
と
規
模
に
つ
い
て
は
︑

丘
凡
眞
・
李
在
璟
﹁
丙
子
胡
乱
当
時
の
清
軍
の
構
成
と
規
模
﹂
で
詳
論
し
た
︒

㉔

﹃
内
国
史
院
満
文
檔
案
訳
註
：
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵

崇
徳
二
・
三
年
分
﹄

︵
河
内
良
弘
訳
註
・
編
著
﹃
内
国
史
院
満
文
檔
案
訳
註
：
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館

蔵

崇
徳
二
・
三
年
分
﹄
京
都
：
松
香
堂
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︶
崇
徳
二
年
正
月

二
三
日
︑
六
一
頁
︑
﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
三
三
︑
崇
徳
二
年
正
月
癸
亥
条
︒
通
称

﹁
ワ
ル
カ
遠
征
﹂
と
い
う
が
︑
史
料
上
江
原
道
と
咸
鏡
道
を
通
過
し
な
が
ら
朝
鮮

軍
と
戦
闘
し
た
事
実
だ
け
が
確
認
さ
れ
る
︒
﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
三
五
︑
崇
徳
二

年
五
月
丁
酉
条
︒

㉕

﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
三
五
︑
崇
徳
二
年
五
月
丁
酉
条
︒

㉖

黄
一
農
﹁
紅
夷
大
炮
与
皇
太
極
創
立
的
八
旗
漢
軍
﹂
︵
﹃
歴
史
研
究
﹄
二
〇
〇
四

四
︶
九
三
頁
の
注
⑤
︑
郝
維
民
・
斉
木
徳
道
爾
吉
主
編
﹃
内
蒙
古
通
史
綱
要
﹄

︵
北
京
：
人
民
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶
三
六
九
頁
︒
但
し
︑
黄
一
農
は
ワ
ル
カ

遠
征
軍
三
六
〇
〇
人
の
ほ
か
に
︑
崇
徳
二
年
四
月
︑
椵
島
攻
撃
に
参
加
し
た
兵
力

ま
で
も
丙
子
胡
乱
へ
の
参
戦
兵
力
と
見
做
し
︑
朝
鮮
に
出
征
し
た
外
藩
蒙
古
の
兵

力
を
合
わ
せ
て
四
〇
〇
〇
～
五
〇
〇
〇
人
と
計
算
し
た
︒
し
か
し
︑
椵
島
攻
撃
に

参
加
し
た
外
藩
蒙
古
は
︑
丙
子
胡
乱
の
終
結
後
︑
ア
ジ
ゲ
の
部
隊
と
と
も
に
増
援

兵
力
と
し
て
追
加
投
入
さ
れ
た
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の
兵
力
で
あ
っ
た
た
め
︑

丙
子
胡
乱
へ
の
参
戦
兵
力
に
算
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
﹃
欽
定
外
藩
蒙
古
回

部
王
公
表
伝
﹄
︵
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
︶
巻
二
三
︑
伝
七
︑
扎
薩
克
多
羅
杜
稜
貝

勒
固
嚕
思
奇
布
列
伝
︑
﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
三
四
︑
崇
徳
二
年
三
月
丁
未
条
を
参

照
︒

㉗

ナ
イ
マ
ン
の
ダ
ル
ハ
ン
郡
王
が
会
盟
に
お
け
る
甲
数
を
超
え
る
兵
力
を
参
戦
さ

せ
た
の
は
︑
天
聡
九
年
の
チ
ャ
ハ
ル
遠
征
当
時
の
ラ
マ
ス
ヒ
の
事
例
︵
第
一
章
注

㊶
を
参
照
︶
と
類
似
し
た
性
格
︑
す
な
わ
ち
ダ
ル
ハ
ン
郡
王
の
﹁
誠
意
﹂
に
よ
る

追
加
派
兵
の
性
格
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
︒

㉘

﹃
内
国
史
院
満
文
檔
案
訳
註
：
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵

崇
徳
二
・
三
年
分
﹄

崇
徳
二
年
正
月
二
三
日
︑
六
一
頁
︒
但
し
︑
こ
の
記
録
に
は
︻
表
�
︼
に
み
え
る

ム
ジ
ャ
ン
の
ア
ル
と
ト
ゥ
バ
の
ウ
ラ
ト
が
漏
れ
て
い
る
︒

㉙

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
八
︑
崇
徳
元
年
一
二
月
三
日
︑
一
四
八
〇

～
一
四
八
二
頁
︒
こ
の
記
事
は
︑
丙
子
胡
乱
へ
の
参
戦
の
た
め
に
集
ま
っ
た
モ
ン

ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
が
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
進
上
し
た
礼
物
︵
馬
︶
の
内
訳
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
通
じ
て
丙
子
胡
乱
に
参
戦
し
た
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち

の
名
前
が
確
認
で
き
る
︒
但
し
︑
戦
争
に
参
加
す
る
モ
ン
ゴ
ル
の
ノ
ヤ
ン
た
ち
全

員
が
礼
物
を
進
上
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒

㉚

﹃
朝
鮮
王
朝
実
録
﹄
︵http://sillok.history.go.kr

︶
仁
祖
一
五
年
二
月
辛
未
条

︵
﹁
是
時
︑
蒙
古
尚
在
城
中
︒
百
官
皆
入
処
於
闕
内
︑
閭
閻
多
被
焚
焼
︑
僵
屍
縦

横
於
街
路
︒
﹂
﹁
上
接
見
龍
・
馬
両
将
於
養
和
堂
︒
⁝
⁝

上
謝
之
︑
仍
言
蒙
古
尚

在
都
城
︑
侵
掠
人
物
︒
龍
骨
大
即
使
従
胡
︑
駆
出
蒙
古
於
城
外
︑
令
真
㺚
守

門
︒
﹂
︶
︒
但
し
︑
こ
こ
の
﹁
蒙
古
﹂
は
外
藩
蒙
古
で
は
な
く
︑
八
旗
蒙
古
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
︒

㉛

﹃
内
国
史
院
満
文
檔
案
訳
註
：
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
蔵

崇
徳
二
・
三
年
分
﹄

崇
徳
二
年
二
月
一
五
日
︑
一
一
九
～
一
二
〇
頁
︒

㉜

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
一
︑
崇
徳
元
年
一
〇
月
一
六
日
︑
一
三
三

五
～
一
三
三
六
頁
︒

㉝

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
二
八
︑
崇
徳
元
年
九
月
二
八
日
︑
一
二
九
二

～
一
二
九
六
頁
︒

㉞

こ
こ
で
い
う
﹁
ア
バ
ガ
﹂
は
﹁
ア
ル
﹂
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
た
︒
楠
木
賢

道
﹃
清
初
対
モ
ン
ゴ
ル
政
策
史
の
研
究
﹄
一
二
六
頁
を
参
照
︒

㉟

﹃
旧
満
洲
檔
﹄
十
︑
宇
字
檔
︑
崇
徳
元
年
一
一
月
一
一
日
︑
五
二
九
一
頁
︒
一

方
︑
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
六
︑
崇
徳
元
年
一
一
月
一
一
日
︑
一
四

三
八
頁
に
は
﹃
旧
満
洲
檔
﹄
の
﹁sifangse

︵
十
方
寺
︶
﹂
が
﹁hi

fung
keo

﹂
と

崇徳元年（一六三六）の外藩蒙古会盟と丙子胡乱（丘・李）
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誤
記
さ
れ
︑
訳
者
た
ち
は
こ
れ
を
﹁
喜
峰
口
﹂
と
訳
し
た
︒
乾
隆
三
修
漢
文
本

﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
三
二
︑
崇
徳
元
年
一
一
月
辛
亥
条
に
は
︑
﹁
十
方
寺
﹂
は
正

し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹁
分
道
征
明
﹂
の
文
句
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑

こ
の
動
員
令
を
明
へ
の
出
兵
の
た
め
の
も
の
と
す
る
誤
解
を
招
い
て
い
る
︒
し
か

し
︑
康
熙
重
修
漢
文
本
﹃
清
太
宗
実
録
﹄
の
鈔
本
に
は
﹁
十
方
寺
﹂
も
正
し
く
記

さ
れ
て
お
り
︑
﹁
分
道
征
明
﹂
の
文
句
も
な
い
︒
十
方
寺
は
瀋
陽
附
近
の
地
名
な

の
で
︵
文
淵
閣
四
庫
全
書
本
﹃
欽
定
盛
京
通
志
﹄
巻
二
四
︑
疆
域
形
勝
︑
﹁
承
徳

県
︵
附
郭
︶
︒
疆
域
︑
東
至
撫
順
八
十
里
︑
撫
順
城
守
界

⁝
⁝

西
北
至
十
方
寺

九
十
里
︑
鉄
嶺
県
界
︒
﹂
︶
︑
こ
の
動
員
令
は
十
方
寺
を
経
て
瀋
陽
に
集
結
せ
よ
と

の
内
容
で
あ
り
︑
﹁
征
明
﹂
で
は
な
く
朝
鮮
遠
征
︑
す
な
わ
ち
丙
子
胡
乱
の
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
用
い
た
康
熙
重
修
漢
文
本
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
附
属
東
ア
ジ
ア
人
文
情
報
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
東
方
学
デ
ジ
タ
ル
図
書
館

︵http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db-m
achine/toho/htm

l/top.htm
l

︶
で
提
供

す
る
内
藤
文
庫
本
で
あ
る
︒

㊱

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
八
︑
崇
徳
元
年
一
二
月
一
日
︑
一
四
七
七

～
一
四
七
八
頁
︒

㊲

こ
れ
は
︑
天
聡
三
年
当
時
︑
後
金
と
朝
鮮
が
丁
卯
盟
約
以
後
比
較
的
に
平
和
な

関
係
を
維
持
し
て
い
た
た
め
︑
後
金
が
朝
鮮
を
敵
性
国
と
見
做
し
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
︒
天
聡
三
年
前
後
の
後
金
と
朝
鮮
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
開

﹁
鄭
文
翼
﹁
以
金
国
回
答
使
在
瀋
陽
啓
﹂
に
つ
い
て
：
仁
祖
六
年
︵
一
六
二
八
・

天
聡
二
年
︶
の
朝
鮮
・
後
金
関
係
史
料
﹂
︵
﹃
明
大
ア
ジ
ア
史
論
集
﹄
一
七
︑
二
〇

一
三
年
︶
の
議
論
を
参
照
︒

㊳

﹃
旧
満
洲
檔
：
天
聡
九
年
﹄
%
︑
天
聡
九
年
二
月
六
日
︑
五
六
～
六
一
頁
︒

㊴

﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
五
︑
崇
徳
元
年
一
一
月
一
六
日
︑
一
四
〇

五
頁
︒

㊵

﹃
旧
満
洲
檔
﹄
十
︑
宇
字
檔
︑
崇
徳
元
年
一
一
月
一
六
日
︑
五
二
四
五
頁
︒

㊶

但
し
︑
崇
徳
元
年
一
二
月
二
日
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
ホ
ル
チ
ン
の
ト
シ
ェ
ー
ト
親

王
と
ジ
ョ
リ
ク
ト
ゥ
親
王
に
人
を
遣
わ
し
て
カ
ム
ニ
ン
ガ
︵K

am
ningga

︶
の
逃

亡
者
た
ち
を
追
跡
せ
よ
と
の
命
令
を
下
し
た
事
実
か
ら
︑
両
親
王
は
︑
理
由
は
わ

か
ら
な
い
が
︑
丙
子
胡
乱
に
直
接
参
戦
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
が
わ
か
る

︵
﹃
満
文
老
檔
﹄
Ⅶ
︑
太
宗
・
崇
徳
三
八
︑
崇
徳
元
年
一
二
月
二
日
︑
一
四
七
九

頁
︶
︒
カ
ム
ニ
ン
ガ
の
逃
亡
者
を
追
跡
す
る
た
め
に
出
兵
し
た
ホ
ル
チ
ン
の
兵
力

は
ト
シ
ェ
ー
ト
親
王
の
二
五
〇
人
︑
ジ
ョ
リ
ク
ト
ゥ
親
王
の
一
五
〇
人
︑
ゴ
ル
ロ

ス
の
ノ
ヤ
ン
・
セ
ル
グ
レ
ン
︵S

erguleng

︶
の
二
〇
〇
人
な
ど
合
計
六
〇
〇
人

で
あ
っ
た
︵
﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
三
二
︑
崇
徳
元
年
一
二
月
壬
申
条
︑
巻
三
五
︑

崇
徳
二
年
五
月
癸
未
条
︑
巻
三
六
︑
崇
徳
二
年
六
月
辛
丑
条
︶
︒
逃
亡
事
件
は
外

藩
蒙
古
の
兵
力
が
盛
京
に
集
結
さ
れ
た
後
で
報
告
さ
れ
た
の
で
︑
こ
の
兵
力
は
お

そ
ら
く
丙
子
胡
乱
へ
の
参
戦
が
予
定
さ
れ
た
兵
力
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

お

わ

り

に

以
上
よ
り
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
よ
う
︒
崇
徳
元
年
一
〇
月
の
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
﹁
ア
ル
﹂
と
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
が
集
ま
っ
た
二

カ
所
の
会
盟
は
︑
目
前
に
迫
っ
た
朝
鮮
侵
攻
︑
す
な
わ
ち
丙
子
胡
乱
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
︒
各
遊
牧
集
団
が
朝
鮮
に
送
る
甲
士
の
数
を
定

め
る
の
が
こ
の
会
盟
の
重
要
な
議
題
の
一
つ
で
あ
り
︑
会
盟
の
結
果
報
告
に
見
え
る
一
二
〇
九
五
人
の
甲
数
は
︑
ま
さ
に
そ
の
議
論
の
結
果
な
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の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
各
集
団
の
甲
数
対
家
数
の
比
率
に
は
決
し
て
少
な
く
な
い
偏
差
が
現
れ
て
お
り
︑
こ
の
時
に

報
告
さ
れ
た
甲
数
は
常
時
的
な
動
員
基
準
と
な
る
に
は
大
い
に
公
平
性
を
欠
く
︒
し
た
が
っ
て
︑
崇
徳
元
年
の
会
盟
に
お
け
る
甲
数
の
規
定
は
︑

天
聡
三
年
の
規
定
に
代
わ
る
常
時
的
な
動
員
基
準
を
新
し
く
設
け
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
︑
朝
鮮
へ
の
出
兵
と
い
う
当
面
し
た
軍
事
的
課
題

を
解
決
す
る
た
め
に
︑
ア
シ
ダ
ル
ハ
ン
や
ヒ
フ
ェ
ら
が
会
盟
に
集
ま
っ
た
ノ
ヤ
ン
た
ち
と
あ
る
種
の
協
議
を
経
て
決
定
し
た
一
回
性
の
兵
力
割

り
当
て
と
み
た
方
が
︑
事
件
前
後
の
流
れ
に
当
て
は
ま
る
理
解
と
い
え
る
︒

し
か
し
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
時
に
規
定
さ
れ
た
甲
数
が
︑
丙
子
胡
乱
の
終
結
後
︑
完
全
に
無
意
味
に
な
っ
た
と
断
定
す
る
必
要
も
な
さ

そ
う
で
あ
る
︒
短
期
的
に
は
丙
子
胡
乱
の
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
っ
た
が
︑
長
期
的
に
は
外
藩
蒙
古
に
対
す
る
軍
事
動
員
体
制
の
構
築
過
程
に

お
け
る
重
要
な
契
機
と
し
て
作
用
し
た
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
従
来
︑
全
兵
力
の
一
〇
分
の
二
を
戦
争
で
動
員
し
て
い
た
孔

有
徳
・
耿
仲
明
・
尚
可
喜
の
天
佑
兵
・
天
助
兵
に
対
し
て
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
は
丙
子
胡
乱
の
時
に
は
一
〇
分
の
三
を
動
員
す
る
よ
う
に
命
じ
る
一

方
︑
後
に
こ
れ
を
先
例
と
し
な
い
と
述
べ
た
が
︑
結
局
は
そ
の
後
の
出
兵
に
お
い
て
も
一
〇
分
の
三
の
動
員
が
基
準
と
さ
れ
た①
︒
天
佑
兵
・
天

助
兵
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
く
︑
そ
の
後
の
対
明
戦
争
で
外
藩
蒙
古
に
兵
力
の
派
遣
を
要
求
す
る
時
︑
崇
徳
元
年
の
会
盟
の
甲
数
が
重
要
な
先
例
と

し
て
援
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
外
藩
蒙
古
の
対
明
戦
争
参
加
に
関
わ
っ
て
︑
崇
徳
三
～
四
年
の
済
南
と
中
後
所
へ
の
出
征
以
後
︑
ホ
ン
タ
イ
ジ
が
理
藩
院
の
官
員
た

ち
を
外
藩
蒙
古
へ
派
遣
し
︑
兵
力
の
寡
少
派
遣
を
論
罪
し
た
こ
と
が
注
目
を
集
め
る
︒
す
な
わ
ち
︑
崇
徳
四
年
五
月
に
は
﹁
ホ
ル
チ
ン
﹂
の

﹁
少
発
兵
馬
﹂
︑
八
月
に
は
﹁
チ
ャ
ハ
ル
﹂
﹁
ハ
ル
ハ
﹂
﹁
ア
ル
﹂
の
﹁
遣
兵
不
及
額
﹂
︑
一
一
月
に
は
ハ
ラ
チ
ン
・
ト
ゥ
メ
ト
の
﹁
発
兵
不
及

額
﹂
に
つ
い
て
の
処
罰
が
そ
れ
ぞ
れ
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る②
︒
本
文
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
天
聡
三
年
と
六
年
の
遠
征
に
お
い
て
︑
ホ
ン
タ
イ

ジ
は
一
部
の
ノ
ヤ
ン
の
兵
力
の
少
な
さ
に
不
満
を
言
っ
て
は
い
た
が
︑
そ
れ
を
論
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
︒
当
時
は
出

征
の
兵
力
を
具
体
的
に
規
定
し
て
お
ら
ず
︑
彼
ら
の
﹁
誠
意
﹂
に
依
存
す
る
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
崇
徳
四
年
の
寡
少
派
遣

に
対
す
る
論
罪
は
︑
天
聡
年
間
と
は
異
な
り
︑
事
前
に
出
征
兵
額
が
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
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も
っ
と
も
︑
清
が
崇
徳
三
～
四
年
の
遠
征
を
は
じ
め
と
す
る
対
明
戦
争
に
お
け
る
外
藩
蒙
古
の
各
集
団
の
出
征
兵
額
を
崇
徳
元
年
の
会
盟
の

甲
数
に
準
じ
て
定
め
た
か
に
つ
い
て
は
︑
丙
子
胡
乱
以
後
の
対
明
戦
争
に
お
け
る
外
藩
蒙
古
の
参
戦
兵
力
に
関
す
る
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
進
展

を
待
た
な
け
れ
ば
︑
判
明
し
難
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
︑
長
期
的
な
視
点
か
ら
︑
崇
徳
元
年
の
会
盟
の
甲
数
は
︑
順
治
年
間
の
三
丁
ご
と
に

一
甲
を
出
す
制
度
へ
と
つ
な
が
る
道
の
り
の
重
大
な
里
程
標
と
し
て
︑
そ
の
歴
史
的
意
義
が
認
め
ら
れ
よ
う
︒

①

﹁
恭
順
王
孔
有
徳
為
照
例
派
兵
事
致
秘
書
院
手
本
﹂
︵
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館

﹁
清
崇
徳
三
年
漢
文
檔
案
選
編
﹂
﹃
歴
史
檔
案
﹄
一
九
八
二

二
︶
崇
徳
三
年
六

月
一
一
日
︑
二
五
頁
︑
﹃
清
初
内
国
史
院
満
文
檔
案
訳
編
﹄
上
︵
中
国
第
一
歴
史

檔
案
館
編
︑
北
京
：
光
明
日
報
社
︑
一
九
八
九
年
︶
︑
崇
徳
三
年
六
月
一
八
日
︑

三
二
〇
～
三
二
一
頁
︒

②

﹃
清
太
宗
実
録
﹄
巻
四
六
︑
崇
徳
四
年
五
月
戊
午
条
︑
巻
四
八
︑
崇
徳
四
年
八

月
庚
寅
条
︑
巻
四
九
︑
崇
徳
四
年
一
一
月
丙
寅
条
︒

︿
付
記
﹀

本
稿
の
和
訳
を
し
て
戴
い
た
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
の
金
玄
耿
氏
︑
並
び
に
和
訳
論
文
の
検
討
を
し
て
戴
い
た
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
所
属
共
同
研
究
員
の
木
村
可
奈
子
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
︒

︵
ソ
ウ
ル
大
学
東
洋
史
学
科
教
授
︑
ソ
ウ
ル
大
学
国
史
学
科
非
常
勤
講
師
︶
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Wenxuan / Monzen) and Baishi wenji and did not represent new knowledge.

At least in terms of literature, the Chinese culture that had the most

influence during the period of kokufû-bunka was chiefly from those works

imported prior to the Jôwa era. These works were made into narratives and

pictorialized, and through their study by male officials, they were

incorporated into Japanese culture. While the manner in which Chinese

culture was received during the period of kokufû-bunka involved the

importation of material objects from China, it can be concluded that it

largely depended on classical Chinese knowledge that was a matter of ideas.

A Reappraisal of the Assemblies of Mongol Nobles of 1636

in the Context of the Manchu-Mongol Military Alliance

and the Qing Invasion of Chosŏn

by

KOO Bumjin and LEE Jaekyung

In the tenth lunar month of the first year of the Chongde 崇徳 reign (1636-

1643), or November 1636 according to the Gregorian calendar, Qing Taizong

清太宗 (Hong Taiji) sent his ministers to preside over assemblies of Mongol

nobles at two different venues. This paper will inquire into the pacts

concluded at the 1636 Mongol assemblies from the perspective of the

Manchu-Mongol military alliance, focusing especially on the numbers of

troops (“uksin i ton” in Manchu) shown in the reports of the Manchu

ministers.

In the early seventeenth century, the Manchu rulers needed to augment

their military strength in order to wage wars against their main opponents,

the Ming dynasty and the Caqar (Chakhar) Mongols. For that purpose, they

attempted to win over the Mongol groups in neighboring regions to their

side. Nurhaci, the first ruler of the Manchus, had managed to make pledges

of alliance, first with the Five Qalqa (Khalkha) nobles and then with the

Qorcin (Khorchin) nobles during the Tianming 天命 reign (1616-1626); these

pacts did not, however, lead to substantial military cooperation.

During the Tiancong 天 聡 reign (1627-1636), Hong Taiji successfully

mobilized the Mongol cavalry forces from the nomadic nobles under the

( 782 )



Manchu-Mongol alliance for military expeditions against the Caqar Mongols

and the Ming dynasty. Hong Taijiʼs mobilization of the Mongol troops during

this period was based upon a pact forming a military alliance concluded in

1629. The 1629 pact, however, turned out to be ineffective as it failed to force

the Mongol nobles to provide as many troops as Hong Taiji had hoped for.

Moreover, the final collapse of Caqar in 1635 and the proclamation of Daicing

Gurun, or the Qing empire, in May 1636 necessitated the revision of the

general outlines stipulated in the 1629 pact. It was against this background

that Hong Taiji convened the assemblies in November 1636.

On the sixth day of the eleventh lunar month of 1636 (December 2), Hong

Taijiʼs ministers returned from the assemblies and reported on the pacts

concluded at the assemblies, according to which the numbers of the troops,

which were listed according to each nomadic group, amounted to 12,095 in

total. While these numbers have generally been considered the size of troops

maintained by each nomadic group, a new analysis in this paper reveals that

they were newly allocated numbers of troops to be drafted from the Mongol

groups that had joined the pacts, and that this allocation was specifically for

the impending Qing invasion of Chosŏn Korea, probably without any regular

or permanent purposes. Nevertheless, these numbers of troops seem to have

been invoked as an important precedent when the Manchus mobilized the

Mongol troops for military operations against Ming China.
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